
午前１０時２分 開会

○議長（薮野 勤君） おはようございます。ただ

いまから平成１１年第３回泉南市議会定例会を開

会いたします。

出席議員が法定数に達しておりますので、会議

は適法に成立いたしました。

本定例会には、市長以下関係職員の出席を求め

ております。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１４番 成田政彦君、１

７番 島原正嗣君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日

９月２０日から９月３０日までの１１日間といた

したいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って会期は、本日９月２０日から９月３０日まで

の１１日間と決定いたします。

次に、市長から開会に当たりあいさつのため発

言を求めておりますので、これを許可いたします。

市長 向井通彦君。

○市長（向井通彦君） おはようございます。議長

のお許しをいただきましたので、平成１１年第３

回泉南市議会定例会の開会に当たり、一言ごあい

さつを申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、平素から本市

の発展と市民生活の向上のため御尽力をいただい

ておりますことに対しまして敬意を表しますとと

もに、厚くお礼申し上げます。

さて、本議会には、泉南市情報公開条例の制定

など議案３２件と報告案件３件を御提案させてい

ただいております。何とぞよろしく御審議をいた

だき、御承認を賜りますようお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、開会に当たりまして

のあいさつとさせていただきます。

○議長（薮野 勤君） 次に、日程第３、一般質問

を議題といたします。

－７－

この際申し上げます。本定例会における一般質

問の各質問者の持ち時間は、その答弁を含め１人

１時間といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、８番 松原義樹君の質問を許可い

たします。松原君。

○８番（松原義樹君） おはようございます。第１

翔政会の松原でございます。奇遇とはあるもので、

昨年の第３回の定例会で初めて１番くじというの

を引かしていただきました。そしてまた、ことし

も第３回定例会で２回目の１番くじを引き、何か

因縁があるやに思います。いささか緊張してはお

りますが、通告に従い質問を進めてまいりたいと

思います。

さて、トルコ西部を襲った地震は１万４，０００

人を超える被害者を出し、阪神大震災を経験した

私としては、心より哀悼の意をあらわすとともに、

一日も早い復興に手助けできるよう努力してまい

りたいと思います。

また、東ティモールの独立を選んだ選挙後の騒

乱で、２３カ国に及ぶ多国籍軍の展開を受け入れ

たインドネシアなど その多国籍軍は本日どう

やら到着したようですが、きな臭いニュースが多

々飛び込んできております。

当市でも、９月３日午後１時３０分ごろ、男里

浜区を通る南海６号踏切で、２人の幼い命を失っ

ており、早急な対策が必要と思われますが、時間

が許せばお答えいただきたいと思います。

さて、当市をめぐる動きの中で、関空２期工事

も着工され、地元２市１町を外から見た週刊誌等

の評価に変化があるやをかいま見ましたが、市長、

評論についてお尋ねし、通告５点について質問を

進めてまいりたいと、そのように思います。

大綱第１点目、環境問題について質問いたしま

す。

１点目、男里浜区地先にある焼却場のダイオキ

シン対策工事が進められておりますが、汚染開放

の一日も早い立場より、進捗状況をお答えいただ

きたいと思います。

２点目、焼却場の建てかえ問題の混乱から、過

去２０年ほど前になりますか、裁判闘争となり、

処理能力不足から多年にわたり野焼きが行われま



した。地元浜区を初め樽井、鳴滝まで広範な悪臭、

黒い雨といおうか雪が降り、洗濯物の汚染、煙に

よるせき込みなど多大な健康被害を受け続けた時

期が六、七年あったように思います。

私の家でもぜんそく持ちの家内が３回、４回と

病院に救急で飛び込み、点滴を受け発作をとめた

こともありました。そのときの病院の先生も、浜

筋、いわゆる浜区とか樽井とか鳴滝、岡田などそ

の浜筋と山筋では、呼吸器系の病気で大きな差が

見られるとの指摘がありました。

また、過日の浜区区民会館でのお葬式の折、区

長よりことしは亡くなる人が多いと。その中で呼

吸器系の方が目立って、過去の健康被害が出てい

るのかもしれない。因果関係があるのではないか

という御意見もありました。死亡届の分析、地域

差など統計をとられたことはあるのか、お答えく

ださい。

大綱第２点目、道路行政について質問いたしま

す。

過日、幡代地内の女性の方から、泉南市の道路

は他市町村 そこでは阪南市というような言葉

も出てたんですが、比べて悪いという指摘があり

ました。私すぐにはのみ込めなかったのですが、

その道路を見て納得。市道南泉寺大師線で約３０

０メーターほどの間でしたが、舗装はなく、軽の

車幅ぐらいでしょうか、２０センチほどのがぶり

というんですか、へこみが多々あり水がたまって

いる状態でした。市道の管理状況をお聞かせくだ

さい。

２点目、浜区地先にある防災センター横の道路

が、しり切れトンボといいましょうか、そこでと

まっておるんですが、これは南海５号踏切の工事

等のおくれにより、仮排水路の埋め戻しもできず、

工事がストップの状態と聞きますが、男里川右岸

への道路の接続、これを早期に考えてほしいので

すが、完成時期はいつごろになるのか、これにつ

いてお答えいただきたいと思います。

３点目、道路のいわゆる美化の観点より質問し

ます。

府道樽井金熊寺線、いわゆる跨線橋のあるあの

大きな道路なんですが、側道と緑地帯を持ち４車

線化に向け工事中ですが、緑地帯は草ぼうぼうの

－８－

状態でした。岸和田土木に草刈りと植栽を申し入

れたところ、草刈りはオーケーできょう現在済ん

でおります。植栽は予算不足でノーでしたが、そ

の場所の草を取るといおうか花壇化については一

応オーケーをもらい、現在１区画を花壇として完

成させ、２区画目の進行中でございます。ボラン

ティアで進めていますが、市のＡＢＣ委員会等と

の共闘といいますか、共同であの場所の美化がで

きたらというふうにと思いますので、よろしく御

検討、またお答えください。

それと、先日ケナフの普及ということでしたか、

そういう書類が回ってまして、ホスかポスでした

かの会にも協力の一応電話をして、お願いはして

おります。

大綱第３点、障害児（者）対策についてお聞き

いたします。

授産施設というんですか、いわゆる泉南作業所

ができて７年目になるようですが、定員３５名プ

ラスデイホームの方ですか、これが２０名で運営

されています。現況についてどのような評価をさ

れているのか。それと、入所、退所の基準はどの

ようになっているのか。ちょっと言いにくいんで

すが、開所時よりの入所者の出入りについてお聞

かせ願いたい。独占されているという声も聞きま

す。どのようになっているのか。

２点目、在宅の障害児対策についてお聞きしま

す。

各種のサービスについて障害児（者）への徹底

はどのようになされているのか。通所者との受益

格差があるのか、どのように埋めようとしている

のか、これについてお答えいただきたいと思いま

す。

大綱第４点目、少し通告と上下したかもわかり

ませんが、下水道対策についてお聞きします。

南海５号踏切 先ほど言いましたが、その上

流部での工事は出水事故などでおくれているよう

ですが、どのような状況なのか、お答えください。

下水道工事が終わると横断歩道橋設置工事が進め

られると思いますが、その進捗状況、完成時期は

いつごろになるのか、お答えください。

２点目、男里川とか大里川のしゅんせつについ

てお聞きします。



きょうも雨が降っているんですが、台風とか大

雨の時期を迎えようとしておりますが、河床がき

ょう現在土砂によりかなり上がっており、またそ

の中に草木というんですか、草木もかなり生い茂

っております。早期のしゅんせつが必要ですが、

大阪府のことではなく、泉南市としてどのように

考えておるのか、予定についてお聞かせいただき

たいと思います。

また、木影横の排水路、これが隣近所からは悪

臭でたまらないと、またそこの雑草も切ってくれ

というお話で、市当局にも申し入れておりますが、

それのお答えについてもお答えいただきたいと思

います。

大綱第５点目、住宅問題についてお聞きします。

住宅払い下げ問題は、司法の手でといおうか、

もとで裁きを受けるべく、きょう現在裁判となっ

ておりますが、その進捗状況はどうなってるのか。

また、裁判とは別に耐用年数も大幅に過ぎてい

るといいましょうか、老朽住宅の対応は放置する

ことができません。補正予算も組まれたようです

が、住宅行政全般について、そのこと、市営住宅

の行政の立場からのお答えをいただきたい。

また、市長とはある時期、２年ほど前でしたか、

円卓会議のような状態で会議を持ったときに、円

満解決という言葉をいただきました。その時点か

らしてはかなり前向きの答えであったとは思うん

ですが、今裁判ということで吹き飛んだとは思い

たくありません。市長、円満解決に向け英断を期

待しますが、どのように思っておられるのか、円

満解決の趣旨も含めてお答えいただきたいと思い

ます。

それと、１つ遠いところの話であれなんですが、

読売新聞の記事に、奈良の方できょう現在ここと

同じような状況があると思うんですが、「改良住

宅の払い下げ促進などを国に要望へ」というタイ

トルで７７の市町村が全国協議会というんですか、

全国協をつくり入居者への払い下げ、基準の緩和

を求め要望を行っていくこととしたと、いわゆる

決議したという記事がありました。市長、この全

国協への参加は考えられているのか、考えられる

のか、お答えいただきたいと思います。

２点目、総務部の所管の普通財産となっている

－９－

市営住宅跡地について、１年にわたり早急に進め

るべく私質問も続けてまいりましたが、今回補正

での対応がなされたようですが、その進捗といお

うか状況についてお答えください。

以上で壇上での質問は終わりますが、お答えに

よっては自席より再質問させていただきます。明

快なお答え、よろしくお願いいたします。どうも

ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ただいまの松原議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 松原議員の最初、冒頭で申

されました泉南市に対する客観的な評価といいま

すか、いろんな情報が出ております。わかる範囲

でお答えをさしていただきたいというように思い

ます。

ことしの７月１４日号「週刊東洋経済」でござ

いますけども、これにおきましては全国６９４都

市、これは市とそれから東京特別区２３区が入っ

ておりますが、６９４というふうにお考えいただ

いたら結構かというふうに思いますが、その中の

成長力の分野におきましては、全国第６位という

ことになっております。もちろん大阪ではトップ

でございます。それから、事業所、従業者数の増

加率でございますが、これは全国第４位というこ

とになっております。

それから、今度は「週刊ダイヤモンド」でござ

いますが、これは８月１４日、２１日の合併号で

ございますが、これも同じく６９４都市中、成長

度 さっきの東洋経済の成長力と同じような数

字なんですが、全国８位ということになっており

ます。それから、小売業年間販売額伸び率につき

ましては、全国第１位でございます。

それから、９月４日の「週刊東洋経済」のこれ

は財政健全度のランキングということなんですが、

これが全国６９４都市中２２３位ということにな

っておりまして、大阪府下３３市中１１位という

ランクになっております。

いずれにいたしましても、最近こういういろん

な雑誌で都市のランキングというのが毎年発表さ

れておりますので、私も非常に関心を持っており

ますし、その情報収集に努めているところでござ

いますけども、泉南市の場合、御承知のように人



口が着実に伸びているということと、住宅着工件

数も非常に伸びているということ。それから、先

ほど申し上げました小売業の年間販売額が非常に

大きく回復しているというか伸びております。

一方、鉱工業生産につきましては、どことも今

の時勢ですからマイナスなんですが、泉南市の場

合、その落ち込み率が低いということで、かなり

高い点数になったのではないかというふうに思っ

ております。

今後とも、こういういい部分について持続でき

るように対応してまいりたいと考えております。

それから、住宅問題で私に対する質問の中で、

円満解決という話でございますが、これは以前、

あいぴあ泉南で松原議員も御承知の中でお話をさ

していただいたんですが、事現在、訴訟の提起が

されてるという中では、今の時点でこういう解決

方法というのは難しいというふうに思っておりま

す。

それから、全国協への加盟ということについて

は、現在では考えておりません。

他については担当部局より答弁をさせます。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 松原議員の環境問

題につきまして、私の方から御答弁申し上げます。

議員御指摘のとおり、清掃工場では現在大規模

改修に着手いたしてございます。本施設につきま

しては、昭和６１年３月に竣工いたしまして、稼

動後１２年余りの施設でございます。この施設に

つきましては、ダイオキシン発生防止等ガイドラ

イン、いわゆる新ガイドラインに基づく施設では

ございませんので、平成１４年１２月までに恒久

対策基準値１ナノグラムを維持するための設備の

改修を行ってございます。

本年から２カ年で排ガス処理施設でございます

バグフィルター設置工事を初め、焼却設備、燃焼

ガス冷却設備等の大部分の改造が行われていると

ころでございます。本年６月１日よりまず２号炉

の改修工事が着手されまして、現在では約１０％

程度の進捗状況であると報告をいただいておると

ころでございます。

本市におきましては、平成９年度から実施して

おりますペットボトルを初めとしまして、来年度

－１０－

からその他プラスチック容器包装等の分別収集に

より、ダイオキシンの削減を図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきますようお

願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 私

の方から、松原議員御質問の環境問題についての

焼却場と健康面ですか、その関連性についての御

質問に対して御答弁申し上げます。

議員御質問の浜地区、浜筋の地区、そういった

ところに住んでおられる方々の健康状態として、

例えば死亡死因が気管系ですか、そういった病気

が多いんではないか、あるいはそういった統計を

とったことがあるのではないかと、こういう御質

問であったと思います。

こういった浜地区の、例えば地域別の健康状態

でありますとか、あるいは死亡死因の資料といっ

たものは、残念ながら現在我々としましてはデー

タとしては持ってございません。我々現在持って

おりますのは、泉南市域全体の死亡死因でありま

すとかそういった資料で、我々は今保健事業を行

っております。

特に、泉南市の死亡原因というんですか、それ

の状況を説明いたしますと、大阪府と同様、結果

としましては１位ががん、２位が心臓病、３位が

脳卒中と、こういった状況になっております。こ

の死因といいますのは、３大成人病と言われるん

ですか、そういった状況の原因となっております。

そして、残念なのは、大阪府自体がこういった

死亡死因というのは、全国的に見ましてレベルと

いうんですか、高い位置にあるんですけども、泉

南市はそのうちで若干高い位置にあると、こうい

うふうな報告が出ております。

ただ、我々としましては、今後全市域を対象に

住民検診を初め基本健康診査でありますとか、あ

るいは各種がん検診等を行っておりますけれども、

今後も浜地区の方々を含め、すべての市民の方々

の健康管理を行い、その充実に努めてまいりたい

と、このように考えております。

続きまして、障害者対策の問題でございます。

まず、授産施設であります泉南作業所の現況で



すか、あるいはその評価をどういうふうにしてい

るかという御質問だったと思います。授産施設の

泉南作業所並びに地域生活支援施設泉南デイホー

ムは、平成５年７月に関係各位の御努力により開

設した施設でございます。作業科目としましては、

パン、クッキー、陶芸を初め農作業等を実施して

おります。パン、クッキーの販売につきましては、

市民の方々にも次第に周知され、好評をいただい

ていると考えております。

現在、施設への通所人数は、泉南作業所３５名、

デイホーム２２名の計５７名となっております。

開所以来、希望があれば対象者の全員受け入れを

行ってきており、今後もこの方針を続けてまいり

たいと、このように考えております。

それと、もう１つ、在宅障害者対策の施策のＰ

Ｒでありますとか、あるいは通所者のサービスの

格差、こういったことについての御質問だったと

思います。

在宅障害者対策につきましては、施設への入所

や通所をしている方々にも増して重要であると認

識しております。幸いにも平成９年７月に総合福

祉センターが完成し、障害者にとりましてもデイ

サービス等の福祉サービスを受けることができる

ようになったわけでございます。

また、従来より障害者本人、介護者に対する給

付事業、あるいは住宅改造助成事業等、こういっ

た施策につきまして実施しているわけでございま

すけれども、今後も本市といたしましては、障害

者の方々に広くこういった施策を御利用いただけ

るよう広報への掲載を初めＰＲに努めてまいりた

いと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 私の方から、道路行政

についてお答えをさせていただきたいと思います。

まず、市道の一部御指摘ございました、特に幡

代地内の南泉寺大師線についてのお答えをさせて

いただきたいと思います。

この市道につきましては、樽井地区から馬場幡

代地区を経由いたしまして岡中地区へ通じる昔か

らの幹線道路でございまして、御指摘の部分につ

きましては、一部農道化しておるわけでございま

－１１－

すが、住宅が隣接している部分、これについては

舗装を進めておるところでございます。

生活道路である市道につきましては、最低幅員

が４メーター以上確保するということを道路整備

の基本と考えて整備を実施してまいっております。

道路整備について沿道関係者の理解、協力などが

不可欠なものでございまして、その点につきまし

て意思統一されることが必要と考えております。

以上のような観点から事業の必要性、これは認

識しておるわけでございますが、舗装に至る事業

着手までにはまだ至っておらないのが現状でござ

います。今後とも関係区と協議を進めまして、住

宅の建設されている部分につきましては、舗装を

検討していきたいというふうに思っておるところ

でございます。

続きまして、同じく道路行政のうち、防災セン

ター横の道路の延長、また男里川右岸道路との接

続についてはいつごろになるんかという道路の御

質問でございました。

りんくうタウン内の周回道路の部分でございま

すが、現在、南部防災拠点周辺の交通でございま

すけども、これにつきましては、樽井男里線は暫

定２車線の府道でありまして、大阪方面へ行くに

は、樽井・男里地区から府道の泉佐野岩出線の側

道へ通って、一たんくるっと浜保育所の方へ回り

まして、りんくうタウン内の周回道路を経て交差

点から本線へ入るという形をとらなければなりま

せん。

また、本線から樽井・男里方面へ行くには、交

差点から側道の市道樽井中央海岸線の支線を経ま

して、府道の鳥取吉見泉佐野線へ合流するルート

がとられております。この進入ルートでは、一部

付近に時間帯によっては車両が錯綜している現状

でございます。

この現状を打開する方策といたしまして、暫定

的な対策といたしましては、りんくうタウン内の

周回道路、これを伸ばしまして市道の浜男里御幸

線に接続することが効果的な手法であると考えて

おります。

仮排水路の埋め立ての問題等、また野鳥公園の

問題、また付近に隣接して建設されております住

宅を通過するのがいいのかどうか、そういう問題



も含めまして大阪府と協議を行って、できる部分

については早急に大阪府でやっていただくように

要望をしてまいりたいと考えております。

それから、１カ所ですか、御指導ございました

樽井男里線の歩道にあります緑地帯の公園化、花

壇化というんですか、これがございました。私も

見たわけでございますけども、かなり樽井男里線

の歩道は広うございまして、今府の方では植樹が

困難という状況にございますので、付近の住民の

方が見かねて、草を生やすよりは花を植えた方が

ということで手入れをしていただいております。

これらについても、府の方からも報告もいただ

いておりまして、今後とも地域の住民の方が危険

な場所でなければ花壇等の手入れをできるように

ということで、協力もさせていただきたいという

ふうに考えておるところでございます。

それから、５点目の住宅の問題でございますけ

ども、裁判の進捗状況はどうかというお尋ねでご

ざいました。

この問題につきましては、これまで議会におい

てその都度御質問にお答えいたしました。また、

いろいろな御意見や御提案をいただいておるとこ

ろでございます。議員御承知のとおり、ことしの

１月に大阪地裁の堺支部に所有権移転登記請求事

件として、建物も含みますが、入居者６４名の方

々が提訴いたしました。そして、５月２８日に第

１回の公判、続いて７月１６日に第２回の公判が

開かれております。

訴状の各項目に対して泉南市としての考え方、

即ち相手側の主張に対して認めるものであるか、

それとも否認するものであるか、答弁書を裁判所

に提出いたしました。現在、原告側の釈明を求め

る事項に対しては、書面をもって弁論を準備する

という作業中でございます。詳細については、係

争中でございますので、説明を差し控えさせてい

ただきます。なお、１０月１日に第３回の公判が

予定されております。

このような司法の場で議論をしておるところで

ございますが、他方から見ますと、議員御指摘の

とおり、建築後４０年以上経過した木造住宅でご

ざいまして、耐用年数を既に過ぎているという事

実もあって、老朽化に伴う対応で苦慮をしておる

－１２－

ところでございます。今議会におきましても、御

指摘のとおり一般会計補正予算で住宅の改修、事

業費の計上をお願いいたしておりますので、よろ

しく御審議いただきたいというふうに思っておる

ところでございます。

公営住宅法におきましては、事業主体の修繕の

義務という条項が明記されておりまして、維持管

理も今後とも公営住宅として努めてまいりたいと

いうふうに思っておるところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 下水道対策の南海５

号踏切横の工事についてお答えします。

工事は府道樽井男里線の新設工事に伴いまして、

泉南市男里雨水幹線を施工しているものでござい

ます。ただいまやっております部分の完了をもち

まして、男里雨水幹線がほぼ完了したと考えてお

ります。残っておりますところの枝葉と申します

か、主要な水路からの雨水の取り込み工事を順次

進めていくことにしております。

現在までの工事の進捗でございますが、昨年１

１月から着手いたしまして、残存のコンクリート

基礎があったり、地下水位の浅い部分があったり

と思うように進まない事柄が発生しまして、現在

に至っております。

現場での交通安全対策につきましては、この工

事のために道路を暫定で御利用いただいている現

状でありまして、普段の御利用は、通行者や通行

車両に注意をしていただいて行ってるところでご

ざいます。

施工は、おおむね日曜日以外に行っております。

車両等の出入りの激しい時期、例えば残土の搬出

時や材料の搬入時には、ガードマンを常駐して行

っているところでございます。また、出入りの少

ない時期には、大型車の出入りについては、現場

監督員や作業員によって車両の誘導を行い、通行

者、通行車両の安全を図りつつ作業を行っている

ところです。特に、通学、通園時の学童や園児の

安全には注意を払って工事を進めておりますので、

よろしく御理解のほどお願いいたします。

それから、男里川、大里川のしゅんせつについ

て。



二級河川男里川のしゅんせつでございますが、

大阪府岸和田土木事務所の発注工事でございまし

て、今年度は府道堺阪南線付近から下流へ約４０

０メートルについて、河床の整正と堆積土砂の搬

出を行っております。また、昨年度にはそれより

上流の金熊寺川合流部付近について、同じく河床

の整正と堆積土砂の搬出を行っております。今後

も流れの阻害となる箇所の河床の整正や障害物の

除去を大阪府に申し入れ、実現を図っていきたい

と考えております。

次に、大里川のしゅんせつについてでございま

すが、藤之川と蟹田川の合流部付近に堆積した土

砂の搬出と、それにより下流にほうり込まれた自

転車等の流れに阻害となる大型ごみの除去を行い

たいと考えております。しゅんせつの工事時期で

すが、この大里川は御存じのように流れが緩く、

また海水の影響を受けます。作業に伴いましてに

おいが発生しますので、付近住宅に一番影響の少

ない時期に、また短期間に行いたいと考えており

ます。排水路のしゅんせつとは規模が違いまして、

地区の皆様の御協力を得まして進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、木影内排水路のしゅんせつでござい

ますが、木影内排水路については、空き地の雑草

が茂っておりますので、その雑草を刈り取ってか

らしゅんせつをしたいと考えておりますので、よ

ろしく御理解のほどお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私の方から、総務課の

所管でございます旧市営住宅の払い下げの進捗に

つきまして御答弁を申し上げさしていただきます。

旧市営住宅につきましては６住宅ございます。

長岡住宅、百合ヶ丘住宅、佐田住宅、国市場住宅、

新家住宅、つつじヶ丘住宅がございまして、これ

らの住宅につきましては、昭和４９年、５０年度

の両年度におきまして払い下げを行いました。し

かしながら、長岡住宅５戸でございますけれども、

土地の確定ができませず払い下げを行うことがで

きませんでした。また、他の５住宅につきまして

も、その当時居住者の事情等によりまして払い下

げを受けられなかった住宅５戸と、給水塔の施設

跡地が１区画ございます。

－１３－

これらの住宅につきましては、現在土地境界確

定に伴います調査及び居住者の聞き取り調査等を

完了したところでございます。長岡住宅につきま

しては、土地の境界確定に係ります測量委託費を

今議会に計上させていただいております。

今後、土地境界確定及び聞き取り調査の結果を

踏まえまして、払い下げの方針等の検討を行いま

して、早期に払い下げができるよう最大限の努力

をしてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、自席より再質問

させていただきます。

市長のお話の中で、いわゆる都市ランキングの

位置というのは、泉南市が１位というようなもの

があったんかいなということで、かなり喜んでい

るような、またそれを余り実感できない状況なん

ですが、それについて一度どういうことなんかな

というか、分析の方をもうちょっとだけしていた

だきたい、教えてほしいというふうに思いますが。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） このファクターといいます

のは、人口の伸び率とか、それから住宅着工件数

の伸び率とか、小売業年間販売額伸び率、それと

生産年齢人口の伸び率、それと製造品出荷額の伸

び率等の要素を加味したものが成長度ということ

でございます。

それから、小売業販売年間額の問題でございま

すけども、これは１９９４年と１９９７年の３カ

年の比較伸び率ということでございます。考えら

れますのは、泉南市の場合、商業が従来から５割

以上市外に流失をしておったという現況がござい

ますけども、最近それが市内で充足できるように

なったという点と、それから逆に近隣市町から吸

引するようになったということが大きいのではな

いかというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、大綱に従い再質

問さしていただきます。

環境問題の件についてですが、これは少し余談

といおうか、時間も余りないのであれなんですが、

先日堀河のダムの上流を散策といおうか、紀泉ふ



れあい自然塾整備事業ですか、あれの工事現場な

んかを見ながら行ったことがあるんですが、その

中で、お名前はあれなんですが、そこで農作業を

されてた方とお話をする機会を得ました。

その中で、イノシシの被害がかなり多いんやと

いうこと。これは、環境の面ではイノシシという

動物がおること自身は、なかなかユニークといお

うか、いいことやと思うんですが、そのことによ

ってお百姓さんは、稲を食われたといおうか、食

べられたような状況で、環境の今度は反対に被害

に遭われているような状況を聞いております。

通告にないので私の意見ぐらいにしときますが、

イノシシが２匹そのときとれたと。あと１匹はそ

のわなをワイヤーごと引っつけて今逃走中やと、

そのイノシシさんが。というような話も聞きまし

た。泉南市もある意味では環境の汚染、これはも

ちろん進んではおるようですが、山間部ではイノ

シシさんがまだそういう状況で動いておるといお

うか、ということも聞き、それとまた、先ほど来、

蟹田川、藤之川、あそこの河川の立場でもお話し

さしていただきましたが、しゅんせつについては

もちろん早くやってほしいというふうに思います。

でも、そこの中でかなり今フナが群れておるとい

う状況で、市民の皆さん方のいわゆる環境行政に

対する考え方といおうか、環境に対する保守とい

うんか、そういうことが進んできているという面

で喜びたいと思います。

それと、今焼却場の方、１２年たってあと延命

工事もその中であったと思うんですが、去年とこ

としは、今あの煙突から出ている濃度ですね、こ

れはどのくらい出てるもんか。そしてまた、現法

律では何ナノグラムというんですかね、かなりの

数字やったと思うんですが、ちょっとあれなんで

お教えください。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 清掃工場のダイオ

キシンについての再質問でございますが、私ども

泉南清掃事務組合では定期的に煙突中間のダイオ

キシン濃度の測定を行ってございます。直近でい

いますと、本年６月２２日の測定では２．０ナノグ

ラムが出てございます。現在の基準でいいますと、

私どもの焼却炉では５ナノグラム以下となってご

－１４－

ざいまして、直近の２ナノグラムは大変低い数字

ではなかろうかなと考えてございます。

また、先ほども御答弁申し上げましたとおり、

この改修工事が終了いたしますと、１ナノグラム

以下の数値を満足するための工事でございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） 次、２点目の件で、黒い雨

といおうか雪が降って、そのことによって洗濯物

が黄色くなり、場合によったらそれがきつかった

ら穴があいたというような状況については、過去

の、浜区だけじゃないと思うんですが、近くでそ

ういう事件が多々ありました。

あの時点のオイルショック前の好景気の時期か

ら、昭和４５年ですか、ドルショック、オイルシ

ョックがあって、その後にはスパッとそういうこ

ともとまったりしたということがあります。とい

うことは、あそこでの、いわゆる焼却場での焼却

のトン数ですか、日量の差があったんかなと、ま

たそのようにも考えます。

そこについてちょっとお聞かせ願いたいのと、

それから、そのような状況で健康被害のことを私

言うてるんですが、これできょう現在は地域のも

のはないということを聞いて、先ほどのことでわ

かるんですが、先輩議員にちょっとお聞かせいた

だいたんですが、日本では検死というんですか、

人が死んだときにはすべて解剖したりなんかする

ようなことは行われておりません。でも、アメリ

カですか、そこの施政権下にあった沖縄では、そ

ういう村ごとぐらいの状態ですべての資料がある

というふうにもお聞きしました。

そういう意味で、そこまでするというたら今の

私の意見では言いにくいんですが、できたら浜筋

とか山筋で一度統計をいただくとかいうような方

法がないものか。また、死亡届とか何かの死亡原

因は、今保健所を通じて大阪府に行ってるだけで

すね、この状況を見たら。ですから、そこら辺で

健康被害といおうか、それについても、もう少し

心してといおうか、頑張って医療行政についてし

てほしいというように思います。

全国平均を１００としたときに、泉南市が下が

っているものといおうか、１００を切っているも



のは１つもありません。すべてのがん、心臓病、

脳卒中で泉南市はいわゆる飛び抜けている。泉南

市を除いて岬町では心臓病が女性で１５３．４ ％。

泉南市もそれに劣らず１３８．７ ％というような数

字も見ます。それについてどのようにお考えか、

分析はされたのか、再度御質問いたします。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 松

原議員御質問の死亡死因の関係でございます。

これにつきましては、各年度死亡診断書により

まして、そういった形で大阪府の方に報告され、

それを統計的にとられてその数値が出てくるとい

う状況でございます。確かに、今議員御指摘のよ

うに、大阪府におきましては脳卒中、心臓病、そ

れからがん、こういった３大成人病と言われるも

のですけども、これは全国的にも現在死亡死因の

中ではこの３つが一番高いと、このように言われ

ております。

ですから、我々としましても、この３つの死亡

死因につきましては、全国的にも、あるいは死亡

死因で一番高い中でも、大阪府は全国的にまたそ

の高いレベルにあると、そういった状況です。そ

して、その大阪府から今度比較して泉南市あるい

は泉州地域、泉南地域と、こういった形で分析さ

れて、現在議員がおっしゃられるような数値が出

ておるということでございます。

ですから、健康保健対策としましては、我々も

こういった３大成人病に対する事業をいかに展開

していくかということ、これはもう以前から我々

も１つの課題として事業に携わっているというと

ころでございます。そして、その方法としまして

は、例えば保健センターの方におきまして健康教

育でありますとか、あるいは食生活を改善してい

く、そういった事業の中で、例えば塩気をとった

らいけませんよとか、そういった食生活の指導な

りを行い、この死亡率を下げていくと、こういっ

た展開をしているわけでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それじゃ時間もありません

ので、少し早くはしょって言います。

大綱第２点の中での３点目の道路美化について

－１５－

は、先ほど部長よりいわゆる協力もさせていただ

くということで心強く思っておるんですが、協力

の仕方もいろいろあって、苗代とか種代とかいろ

いろなそういう問題もあるんですが、そこら辺で

もよろしくお願いします。オーケーでしたらもう

そこの自席でよろしくお願いしときます。 あ、

オーケー、ありがとうございます。次、行きます。

それでは、大綱第３点目に入ります。

障害児（者）の健康被害とかそういうことの話

も先ほどもさしてもらいましたが、それと同時に、

例えば一級の身体障害者、この方にはこういう施

策がありますよとかいうようなのを、場合によっ

たらその世帯ごとといおうか、１００人障害児が

おれば１００様の態様があると思います。ですか

ら、いわゆる精神障害の方の判定、ＡとかＢです

ね。それによっての差があるんならそれの方法、

それも考えてほしい。

そして、またもう１つ、一級、二級とか三級、

四級とか、等級によって受けられるこういう施策

がありますよというのがあれば、ＰＲとか何かと

いうのは読めれたらいいんですけど、その状況に

よっては、いわゆる現地でやったり、そういうこ

とも必要やと思います。そういう意味で、各級と

か各障害によってＰＲの仕方も考えていただきた

いと。意見にしておきます。

それから、最後になりますけど、住宅の問題に

ついて少し時間をいただきたいと思います。

一応裁判闘争でここまで来てて、それ以上のこ

とは言えないとかいうことについてはわかるんで

すが、先ほどの部長よりの答弁の中にも、今現在

そういう闘争の状況であることは確かなんですが、

それでありながら３００万円でしたか、その補正

予算のことのお話もありました。

けんかするならけんかして、その問題はひとつ

置いといて、その上でそういう心の通うといおう

か、市長の円満解決については、きょう現在はそ

ういう状態やから考えられないということもわか

らなくもないんですが、やはり市が少なくともそ

ういう１つ１つ住民の方々との対話を通じて、そ

の中で解決できる方法、いい方法というんですか、

それは考えてほしいのですが、再度質問します。

計２点についてです。



○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 住宅問題の再度のお尋

ねでございますが、先ほども申しましたように、

もう既に訴訟に至っております３住宅につきまし

ては、建築後４０年を経過しております。相当老

朽化をしておるところでございます。

今回補正で御提案申し上げておりますのは、屋

根の修理のことでございまして、また補正のとこ

で御論議いただければいいと思いますが、氏の松

の住宅につきましても、既に平成３年、４年度で

４，０００万近くの費用をかけまして屋根の修理を

しておるところでございます。老朽化しておると

はいえ公営住宅でございますので、泉南市の義務

を果たさなければならないということで、今回高

岸住宅についても屋根の修理をしたいということ

でお願いをしておるところでございます。

今後とも、議員おっしゃられたように、所有権

移転の問題は別にいたしまして、泉南市の義務を

果たしていくということで、安全な住宅というこ

とには十分に心がけて、住宅の維持管理に努めて

いきたいというふうに思っておるところでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、再度市長、円満

解決に向けては、今の状況では考えにくいという

お答えをいただきました。ちょっと今の部長の答

弁の中でも、そういう施策を考えて、住民との間

もすき間を埋めるべく努力されているようにも思

うんですが、それについてそれの上司であるとい

うか、市長もそういう形で補正予算を組まれたわ

けですから、どういうふうにしたら円満解決にな

るやろと。相手のその裁判のそれを取り下げろと

かいうことになるんか、私まだわからんのですが、

そこら辺でもう１つ踏み込んだいわゆる円満解決

の方法について何かお考えはないのか、再度質問

したいというように思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 管理の問題とそれから訴訟

の問題と若干違うとは思うんですが、当然管理は、

公営住宅として私ども市民の皆さんにお使いいた

だいてるわけでございますから、それは適正な維

持管理をしていかなければいけないということで、

－１６－

今回もいろいろ御要望がありました件について、

可能な範囲で予算を計上さしていただくというこ

とにいたしております。

ですから、管理は管理として当然やっていかな

ければいけないと。それから、移転請求事件につ

いては、これは我々できれば何とかその隘路を探

したいということで、いろんな御提案もしたんで

すけれども、残念ながら訴訟をされておりますの

で、そういう段階でございますから、当然我々は

訴訟に対して市の考え方、これをしっかりと裁判

所の方にもお話をして、我々の考え方のもとに判

決をいただくということでございますから、これ

はいわゆる対立になってるわけでございますから、

訴訟が提起されている中で、そういう円満解決と

いうのは難しかろうというのが私の考えでござい

ます。

○議長（薮野 勤君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、最後にしますが、

きょう現在入居者が供託という形をとっている。

そのことについてですが、そうならざるを得なか

った状況があるかもわかりませんが、この近隣市

町村でも、熊取では４０年もたってるんかたって

ないか、ちょっと同じような時期に建てた住宅や

と思うんですが、その住宅は新法ができたという

ことで、泉南市はそのまま適用しました、あの市

営住宅にですね。ということがきょう現在わかっ

ておるわけですが、その状態を熊取では適用する

ような住宅に住んではいただいてないというよう

な感覚で、新法を適用しないという決断を町長が

したら、そのことがきょう現在国にどうこうされ

る状況でなく、いわゆる進んでいる状況がありま

す。

それと、円満解決の中でも、私先ほど少し言う

たんですが、読売新聞の記事の全国協というのが

あって、そういう垣根といおうか、払い下げるこ

とについてはできるだけ条件を緩和して、何とか

持ち家制度といおうか、自分自身が家を持てると

いおうか、土地を持てるといおうか、という形で

進めたらどうかなという気持ちで、７７市町村の

いわゆる担当者か町長、市長が集まってるんです

が、それについて再度お聞かせ願うて終わりたい

と思います。



以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。時間でござ

いますので、簡単にお願いします。

○事業部長（山内 洋君） まず、家賃の供託の問

題でございますが、私どもは平成９年の９月議会

で、この議会でも承認された公営住宅の家賃の条

例、これが正しいというふうに考えておりまして、

家賃の決定については、これは市長が口頭で決め

たりするものではない、公に議会におかけいたし

まして、皆さんの十分な御審議の上で決めたもの

というふうに理解しておりますので、家賃の額に

ついては、条例に基づく部分が正しいというふう

な認識のもとに業務を進めておるということでご

ざいます。

それから、先ほども御指摘ございました全住協

の関連でございますが、これについては参加され

ている自治体につきましては、老朽住宅について

は払い下げると、そういうような政策をとってお

られるところでございまして、泉南市の場合は、

住宅については払い下げをしないという政策をと

っておるわけでございますので、加入はいたさな

いということでございます。

○議長（薮野 勤君） 以上で松原議員の質問を終

結いたします。

次に２５番 巴里英一君の質問を許可いたしま

す。巴里君。

○２５番（巴里英一君） 第２翔政会の巴里英一で

ございます。議長より平成１１年泉南市第３回定

例会に当たり発言の許可を得ましたので、大綱３

点９項目を通告に基づいて質問いたしたいと思い

ます。理事者各位におかれましては、できるだけ

的確な御答弁をお願い申し上げます。

まず、大綱第１点、泉南市における伝承文化に

ついてでありますが、その１点目のいにしえの伝

承文化と現在継承されているうた、踊りへの取り

組みの現状とその認識についてですが、古くより

日本の各地方において、民衆芸能が生活と深く密

接に結びつき、人々の生活に欠かすことのできな

い生きるということにおいて必要とされ、あると

きは心をいやし、また喜びと勇気を与え、みずか

らの解放への願いのあらわれでもあったのではな

いかと思います。

－１７－

今も各地において祭りやうた、踊り等、中には

観光化されているような巨大な伝統・伝承文化も

ございますけれども、その大小を問わず地域文化

として伝承されております。こういった伝承芸能、

民衆文化の泉南市における現況、また現状はどの

ようなものなのでしょうか、わかっている限りお

答えをいただきたいと思います。

第２点目の伝承文化の保存と継承、育成と支援

についてでありますが、たしか４年前だったと思

いますが、阪南市のサラダホールにおいて、泉南

市、阪南市、岬町２市１町で、それぞれの地域に

残る伝承文化の集いのような大会が開催され、保

存会や市民、町民皆さんの多くの協力、参加を得

て、たしか私も見学をさしていただきましたが、

満杯で非常に熱気あふれるものであったのを思い

起こします。

例えば、地域でも祭り 我々はだんじりと申

しますが のように、保存への育成、支援等、

地域それぞれに近年盛んになっております。そう

いったものも含めて、どのような育成、支援等の

お考えがあるのかどうかをお伺いいたします。

第３点目の伝承文化、創造と発展へ市民参加方

法への考え方についてでありますが、こういった

伝承文化に対する創造発展は、市民の参加なくし

て継承しないことは確かであります。そのための

方法あるいは考え方をお示しをいただきたいと思

います。三味、太鼓、うた、踊り、こうしたすば

らしいものを子孫のために私たちは残していかな

ければならないというふうに考えておりますので、

その点よろしくお願いを申し上げます。

大綱第２の人権問題についてですが、その第１

点目の市の差別撤廃人権条例施行後の効果と市民

の条例認知度と理解についてです。泉南市部落差

別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条

例が正式な名称でありますが、既に条例が平成７

年６月１日に施行されて４年数カ月になっており

ますが、どの程度市民に認知、認識あるいは理解

されているのか、条例効果がどうであるのかとい

う点をお伺いをいたします。

第２点目の条例目的に沿った成果と問題点につ

いてですが、第１条の目的、「この条例は、すべ

ての国民が日本国憲法に基づき「基本的人権を享



有し、法の下の平等」を保障されているにもかか

わらず、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日

外国人等への差別など、あらゆる差別により今な

お人権が十分に尊重されていないことに鑑み、根

本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、人権意

識の高揚を図り、もって差別のない明るく住みよ

い国際都市・泉南市の実現に寄与することを目的

とする。」と、こういったふうに人権意識の高揚

ということで大きく目的を掲げております。

そういった意味では、条例の目的に沿った方向

で努力をされていると思いますけれども、その後、

市民の意識やあるいは市職員の意識、あるいは認

知度はどのようなものがあるのか。そして、そう

いった条例が施行されて以来、どういった効果が

発揮されたのか、お伺いをいたします。

第２点目の条例目的に沿った成果と問題点につ

いてですが、先ほども申し上げましたように、第

１条の目的、そういったものの高揚とあります。

そのあと第３条、市民の責務、あるいは施策の推

進、啓発活動の充実等が続いております。こうい

った中でも、特に第４条の施策の推進でも、「職

業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施

策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるもの

とする。」というふうにありますが、これはやっ

ぱり職業の安定がかなり阻害されている社会状況

の中で、どういった方策あるいは方向で実施され

ようとしているのかということをお伺いいたしま

す。

また、そういった成果あるいは問題点等があろ

うかと思いますが、そういったものを総括的にお

答えがあればよろしいかというふうに思います。

大綱第３、介護保険についてでありますが、第

１点目の施行への取り組み状況と未整備問題点に

ついてであります。

私は、国によるこの介護保険制度に不安感と疑

問を持っております。その理由として、まず拙速

であること、２号被保険者を４０歳以上に限定し

たこと、広く薄くという公平性に欠けている点、

認定に関する点、経費の点等々、また市の財政に

及ぼす影響など、いまだ明らかにされていない状

況があろうかと思います。来年４月１日実施され

るこの介護保険に関する状況、問題点、また未整

－１８－

備な点などについて御答弁をお願いいたします。

その２点目でありますが、要支援、要介護の認

定基準についてですが、訪問調査をし、８５項目

にわたって聞き取り、記入、調査するわけであり

ますが、果たして初対面の調査員に対して、その

申請者 調査される被保険者でありますが、身

体的やあるいは社会、あるいは生活状況を考える

とき、本当にどこまで本人が調査員に答えられる

のかという点が私のまず心配の種であります。そ

ういった調査への不安がまずあります。その意味

でも、調査のあり方そのものも考えてみるべきで

はないかというふうに考えます。

そして、その意味でも認定基準を一体どこに置

くのかなというふうに思います。きのうまで入所

されていた方が、認定基準が要支援あるいは要介

護１、２ということになりますとそこを出なけれ

ばならないというふうに、本当は必要であるにも

かかわらず、調査員への答え方あるいはコンピュ

ーター、あるいは審査会の認定によって変わり得

るということもあり得るわけですから、その点が

非常にまだ明確に示されていないのではないかな

というふうに思いますので、お答えをいただきた

いと思います。

３点目の１号被保険者の介護費用負担額と２号

被保険者の負担額と、市民の認知と理解について

であります。

このシステムと介護費用、保険料などまだ周知

されているとは思いません。市としてどのように

理解への取り組みをされているのか。私たちにも

う少し説明を願いたいし、また方向、方針につい

てお示しをいただきたいと思います。

４点目について、要介護の施設入所希望者への

対応についてであります。

さて、要介護認定され、施設入所希望者があれ

ばそのまま対応できるのかどうかというふうな心

配があります。現状の市内の施設状況はどうなの

か。それは、今申し上げたような入所希望者に対

応できるような形あるいは受け入れ体制になって

いるのかどうかいうことを御説明できる限りお願

いをいたします。

ちなみに、市内の介護老人施設、特老は２００

床、介護保健施設、いわゆる老健施設は６０床、



そして介護療養型施設は、病院なんですが、３５

０床と、これはもう市の資料でも出ておりますが、

これで対応できるような空き床といいますか空き

ベッドといいますか、それがあるというふうに私

は余り思っておりません。そういった点で、もう

少し安心して介護保険を実施できるというか、受

ける側としても、皆さん方に 皆さんというか、

調査員あるいは市に対して依頼できるような状況

をぜひともつくっていただきたいというふうに考

えております。

以上で大綱３点９項目にわたる質問といたしま

す。理事者の御答弁次第でまた自席より再質問を

させていただきます。御清聴ありがとうございま

した。

○議長（薮野 勤君） ただいまの巴里議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 巴里議員の１点目の伝承文

化の継承という問題について、お答えを申し上げ

たいと存じます。

市内各地区に伝えられてきた伝統的な祭りや年

中行事等の伝承文化は、私たちの祖先が守り伝え

てきた貴重な文化遺産であり、これを正しく認識、

評価し、伝承していくことは、未来に向けた地域

文化の振興という点からも、後世に残していく責

務があるものと考えております。

これまで伝承されてきたうたや踊りについては、

もとはよく似た盆踊りであったことがうかがえま

す樽井のソーレーサ、男里のソーレーサ、そして

鳴滝のソーレンサ、ながら音頭や新家上村のかけ

や節、新家子守歌、それから砂川の方で行ってお

りますさんや踊りなどがあるということについて

は、確認をいたしているところでございます。

御指摘ありましたように、過去２回ほどサラダ

ホールにおきまして、泉南地区のこの伝承文化の

発表会があったわけでございまして、１回目は泉

南市からもさんや踊り、それから鳴滝のながら音

頭、それとソーレンサが出演されまして、私も一

緒に踊らせていただきました。２回目は泉南市か

ら男里のソーレーサ、それと鳴滝のソーレンサの

発表がございました。

ただ、残念ながらこの催しについては、ここ数

年、間があいているというようなことになってお

－１９－

ります。１９９７年には泉南市の文化ホールにお

きまして、市単独でこういう催しもさしていただ

きまして、大変多くの皆さんの御参加をいただき、

また非常に盛り上がった催しになったというふう

に思っております。

このような中で、来月１０月３日の日曜日でご

ざいますが、奈良県の大和高田市で開催されます

近畿東海北陸民族芸能祭９９におきまして、各関

係府県の代表的な民俗芸能１４団体が出演しまし

て郷土の伝統文化を披露することになっておりま

すが、大阪府の代表といたしまして、泉南市の樽

井に伝わる盆踊り樽井ソーレーサが出演すること

となっております。このことは当市の誇りであり

ますとともに、大変うれしく思っているところで

ございます。

これらの伝承文化は、その時々の社会の中でう

たや踊りに込められた民衆の願いを通して、たく

ましく生きた民衆のエネルギーによって生み出さ

れたものや、昔の人々の生きざまを知ることがで

きるものもあり、これらを市民の方々にも公開し、

その鑑賞を通して庶民の生活にかかわる文化への

理解を深めることにより、保存、伝承に役立てて

いかなければならないと考えているところでござ

います。

したがいまして、今後は地域の伝承文化の創造

発展に向けて、教育委員会とも相談しながら、公

民館活動や各種イベントの中に、あるいは学校等

への招聘なども通して、地域の文化に触れ、体験

できる機会を設けることにより、これらの文化の

重要性についての認識を深めていく必要があるも

のと考えているところでございます。

○議長（薮野 勤君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 巴里議員の質問の

うち、市の差別撤廃条例施行後の市民の条例認識

度と理解について、並びに条例目的に沿った成果

と問題点について御答弁をさしていただきたいと

考えます。

まず、１点目の条例の施行の趣旨、内容の啓発

につきましては、条例施行時に本市広報紙におき

まして掲載し、その後、適時掲載して周知方を図

ってきております。平成７年度と９年度に市民の

皆様方に理解を深めていただくため、条例施行の



目的、条項を解説したリーフレットを作成し、各

戸配布をさせていただいております。多数の市民

の利用される公民館など各公共施設の所定の箇所

に配布をいたし、市民の皆様方にごらんいただい

ておる状況でございます。

また、人権啓発推進協議会等関係機関におきま

しては、機関会議などの場や本市が実施しており

ます各種啓発事業の場におきまして、一定のコメ

ントを加えまして解説リーフレットを活用し、御

理解を求めておるところでございます。

条例の周知状況でありますが、憲法週間や人権

週間に開催をしております市民の集い等のアンケ

ートによりますと、内容を含め知っているという

方が４３％、全然知らないという方が１０％弱、

条例があることだけは知っているが、内容につい

てはまだ知らないという方が２５％弱、無回答が

２４％強という状況でございます。

今後とも、効果的な啓発が進むよう努力をして

まいりたいと、このように考えておりますので、

よろしく御理解を賜りますようお願いいたします。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

れでは、介護保険について御答弁申し上げます。

まず、第１点目の介護保険制度施行への取り組

み状況について御答弁申し上げます。

介護保険制度の準備行為といたしまして、１０

月から介護認定の受け付け及び介護認定審査会を

開催してまいりますが、特別養護老人ホーム等施

設入所者につきましては、既に各施設に調査等を

依頼しておりまして、１０月１日から順次認定作

業を実施する予定でございます。

また、その他の介護サービスを既に受けておら

れる方につきましては、サービス提供者に申請手

続のＰＲをお願いするなど、申請手続の周知を図

ってまいりたいと思っております。介護サービス

基盤の整備につきましては、今まで市が主体とな

って実施してまいりました介護サービスが来年４

月の介護保険制度の施行に伴い、基本的に民間サ

ービスに移行することを踏まえまして、本年７月

に介護サービス事業への参入意向調査を市内及び

近隣の事業者を対象に実施いたしました。その結
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果、居宅サービスの訪問系サービスや短期入所サ

ービスについては、ほぼ必要量を確保できる見通

しとなっておりますが、通所サービスにつきまし

ては供給率が５４％といった見込みになっており

ます。

また、施設サービスにつきましては、現在特別

養護老人ホームが４カ所で２００床、老人保健施

設が１カ所でこの１１月に８２床となる予定です。

療養型病床群につきましては、老人特例病院を含

めて市内５カ所で３４２床が確保されると、こう

いう見込みになっております。今後、我々としま

してもこういった動向を踏まえながら、またこの

事業、介護保険制度の円滑な導入に努めてまいり

たいと考えております。

それと、続きまして、要支援、要介護の認定基

準について御答弁申し上げます。

要介護認定は介護の手間をあらわす物差しとし

ての時間である要介護認定等基準時間を介護度別

に定められた基準に当てはめて実施するものとさ

れております。認定調査票の８５項目につきまし

ては、要介護認定等基準時間の分類に基づき、直

接生活介助の入浴、排せつ、食事等の介護の項目、

間接生活介助の洗濯、掃除等の家事援助等、問題

行動関連介助の徘回に対する探索、そして不潔な

行為に対する後始末等、機能訓練関連行為として

の歩行訓練など、そういった区分によりましてそ

の物差しとしての時間に置き直し、要介護度ごと

の基準に当てはめ、コンピューターで１次判定さ

れると、このようになっております。

なお、この調査結果とそして特記事項、あるい

は主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査、

判定されると、このようになっております。

続きまして、１号被保険者の介護費用負担額と

２号被保険者の負担額、そして市民に対する認知、

理解度について御答弁申し上げます。

介護保険制度上、介護にかかる費用につきまし

ては、社会全体で負担することになっておりまし

て、議員も御存じのとおり、基本的には介護にか

かる総費用から利用者負担の１割を差し引いた費

用のうち、５０％を国・府及び市で負担しまして、

残りの費用を第１号被保険者が１７％、第２号被

保険者が３３％負担することになっております。



この制度の枠組みの中で、さきの第１次試算で

ありますとか、あるいは現在実施しております第

２次試算を行ったわけでございますが、その保険

料の試算額としましては、月額第２号被保険者で

３，３００円程度、こういった数字が出ております。

また、第２号被保険者の基準額は、社会保険診

療報酬支払基金が全国の介護費用総額と第２号被

保険者の数をもとに基準額を決定すると、このよ

うになっております。

なお、制度上の内容や市の取り組み状況につき

まして市民の御理解を得るために、現在まで各種

団体や自治会等の要請におこたえしながら説明会

を随時開催しているところでございますが、今後

も自治会等の要請には積極的に対応してまいると

ともに、９月から１０月にかけまして各地区の公

民館あるいは老人集会場で説明会を開催する予定

になっております。

続きまして、要介護者の施設入所希望者への対

応についてでございます。

要介護認定につきましては、この１０月から実

施してまいりまして、来年の４月より介護サービ

スの提供を行うと、こういうことになっておりま

す。

一方、介護保険施設の指定は平成１２年１月ご

ろとされておりまして、要介護者が４月から施設

あるいは在宅のサービスを受けるには、３月中に

その状態像に合わせて施設の種類やサービスの内

容を決めていただく必要がございます。施設の種

類も、介護老人福祉施設となる特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、療養型病床群などの３種

類がございまして、要介護者の状態像に合わせて

選んでいただくことになっております。施設入所

を御希望の要介護者につきましては、それぞれの

状態に合った施設を選んでいただくことになりま

すが、施設のベッドの空き状況等により、希望す

る施設に入所あるいは入院できないことも予想さ

れるところでございます。

ただ、本来、介護保険につきましては、地域を

越えてサービスを利用できる制度でもありますの

で、介護保険課やあるいは居宅介護支援事業者が

施設の空き状況等の情報提供を行い、極力要介護

者の御希望に沿うよう努めてまいりたいと、この
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ように考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 私の方から巴里議

員の質問の中で、伝承文化についての御答弁を申

し上げたいと存じます。

泉南市に古くから伝承されてきたものに、先ほ

ど市長の答弁にもありましたように、新家中村の

新家の子守歌、そして同じく新家上村の上村かけ

や節、そして次に信達のさんや踊り、鳴滝のなが

ら音頭、そして同じくソーレンサ、そして樽井に

おきましてはソーレーサ、同じく男里にソーレー

サということで、この踊り等が伝承されておりま

す。

その中で、特に鳴滝、樽井、男里に共通したソ

ーレンサ、ソーレーサがございます。これは非常

に珍しいもので、大阪府内にこうした盆踊りはな

いと聞いております。踊りのテンポは少し違いま

すが、はやしは共通しており、３つセットにする

と泉南市の貴重な文化財と考えられます。

また、鳴滝にはながら音頭がありますが、地域

の人々はもちろんですが、鳴滝第一小学校、そし

て第二小学校の子供たちが自分たちで音頭をとり、

太鼓も打ち、踊ります。小学生がこういうふうに

して地域に伝わる盆踊りを受け継いでいるのは、

めったにないと言われております。

市内各地に伝承されている伝統的な民俗芸能や

特色ある地域の祭りなどの中には、民衆の悲しみ

や願いをうたや踊りに込められたものがあり、昔

の人々の生きざまを知るとともに、暮らしの中で

人間の尊厳に触れることができるものがあり、文

化と人権は密接な関係にあると認識いたしており

ます。

私たちはこれら伝承文化を正しく評価し、保存、

活用を図りながら地域の文化の振興に役立ててい

くことは、後世に対する責務であり、また新たな

文化創造のよりどころになるものと考えておりま

す。このため、次の世代を担う子供たちが地域の

歴史的文化環境を理解し、豊かな情操をはぐくむ

ためにも、地域の長い歴史の中で伝承されてきた

文化財に親しむ機会の充実等について配慮を払う

必要があるものと考えているところでございます。



以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） もう少し親切に答弁が欲

しいなと思うときがあるんですけども、御答弁い

ただきましたので、順次それぞれの大綱に基づき

再質をしてまいります。

市長が先ほどおっしゃったように、たしか市長

も参加されて、それぞれの地域、岬から泉南市ま

での皆さん方が非常に生き生きと楽しく、熱気あ

ふれたなというふうに私も感じまして、それ以後

２回ほど続いて、３回目は岬、阪南の事情があっ

たということで泉南の文化ホールで行ったと。お

ととしでしたか、それも見に行かしていただきま

した。

伝承文化と先ほど市長も、また部長も答えまし

たように、もともと伝承文化というのは、世界中

至るところにそれぞれ民族ができて以来、残され

てきてると。それは宗教の関係でもあろうし、祈

りのものでもあろうし、また豊作の喜びでもあろ

うし、また悪魔払いでもあろうし、それぞれあり

ます。これは生活と宗教、そういったものに原始

宗教を含めまして密接不可分に結びついて、人間

の生きる力といいますか、こういったものに大き

く私は寄与してきたんではないかなというふうに

思います。

そういった意味では、昔はなかなか遊ぶところ

といいますか、そういうところは、楽しみのとこ

ろは余りなかったんです。だから、それぞれの地

域に非常に盛んに行われていった。これがいわゆ

る高度成長を境に大きく変わってきて、だんだん

消えていったと。これは、私は日本が誇るべき文

化ではないかというふうに思います。

先ほど前の重里議員とちらっと話をしましたが、

岡田にもやはりそれに似たようなものがあるんだ

というふうにおっしゃってます。これを見ると、

ちょっと聞くとソーレンサと似てるんかなという

ふうに思います。

大阪府内、全国もそうですが、それに限らなく

てもこの部分はもう泉南市しか残ってないと。こ

れは念仏踊りの発展したものだというふうに理解

をしてます。ながら踊りそのものは、「父は長柄

の人柱」といういわゆる大阪のながらがあります。
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橋ができたときに人柱として人を埋めたという昔

の言い伝えでありますが、ここに地域の方々が奉

公に行って覚えてきて、そして向こうで踊りを踊

らしてくれなかった。おまえらみたいなん踊るな

ということで踊らしてくれなかった。せめてとい

うことで、戻ってきてその伝承を、若干形は変え

てますが、ながらということで今も鳴滝地域に残

っているという、こういう口伝があります。

全体的には、この近辺、近畿の流れを見ますと、

現在踊られている河内音頭も江州音頭と言われる

琵琶湖ですね。近江から古い江州音頭、そこから

流れて河内音頭に変形し、河内音頭が皆さん御承

知の鉄砲節というリズムを上げた形に変わってき

てます。この辺は御承知かと思いますけども、近

年まで踊られていて最近樽井も踊られなくなった。

岡田も踊られなくなった。あるいは信達はことし

踊ったと言いますけども、非常に少なかったとい

うことを聞いています。

そういった意味では、伝承が徐々に消えつつあ

る。伝承が消える、文化が消える。そうすると人

々の心に一体何がともるのかなというふうな、人

が相集うて自分たちが楽しんで、人間の関係をつ

くり上げていくというものが、これによってまた

消えていくんかなという懸念をしている一人であ

ります。

こういった今なお残されている泉南の中におけ

る 他市まで私は及びませんけども、泉南の中

におけるこういう伝承文化を保存、継承していく

ということで、１つは市として考えをいただけな

いかなというふうな意味合いで質問をさしていた

だきました。

大きくは語り、いわゆる口説きと、さんやとい

うのは御承知かと思いますけども、１小節ずつ区

切っていくという、いわゆるうたなんですね。も

う１つのながらとかいうものは、実はこれは口説

きになる。これは物語がずうっと１つ、１巻で終

わるというのが口説きと、こういうふうに言われ

てるんですね。私さんやはまだ見たことがないん

で、実はあそこで初めて見て、あ、この踊りはい

いなというふうに感じました。ぜひともこれは残

してほしいなというのが希望であります。

そういった意味で、市長がお答えになられまし



たように、いわゆる深めていく考えだということ

は非常にいい御答弁だなというふうに思いますし、

このことを通して、新旧と言われている住民、泉

南市民の関係をもう少し市民としての一体感の１

つのあらわれ あらわれといいますか、共同し

てお互いに新たなものをつくり上げていく、ある

いはそれを通して市民の意識を１つにしていくと

いうことで非常に大きな効果が出てくるんじゃな

いかなと。

既に数度、数年やってますけども、この祭りが

泉南市の玄関へ来て、そして青年団が中心になっ

て皆さん方、あの姿を私が見たときに、あ、こう

いう伝承とか伝統とかいう文化というのは非常に

いいなと、心がわくわくしてくる。そのことが皆

さんに勇気を与えていく。そのことが年に一度わ

っと発散することによって、また仕事に返してい

く。人間関係に返していく。こういう文化という

のは、そういう意味合いが深く結びついているん

じゃないかなというふうに私は思いますので、そ

の点について再度御意見があれば……。いわゆる

市民参加も含めた方向へひとつ取り組みをいただ

けないか、御支援いただけないか、育成のための

御支援をいただけないかというふうに思います。

私どもも協力をさしていただきたいと思いますの

で、その点まずよろしくお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） すばらしいいろんな踊りが

市内にたくさんあるということを改めて聞かせて

いただきました。２年間阪南市のサラダホールを

お借りして、泉南地区 これは泉南地区だけや

なしに和泉市の信太山の踊りもあったわけなんで

すが、そういうところの催しがいろんな事情で継

続できなかったというのは、非常に残念に思って

おります。せめて泉南市でもやろうということで、

９７年にさしていただいたんですが、今後これら

を保存していくという意味も含めて、またいろん

な催しも含めて考えていきたいというふうに思っ

ております。

ただ、例えば砂川の方でされておりますさんや

踊り保存会というのもあったんですが、私も会員

ということになっておるんですけれども、残念な

がら音頭をとる方が非常に高齢になってこられた

－２３－

りして、後それを継承される方がなかなか出てこ

ないというような課題もございます。もちろんレ

コードはあるんですけれども、テープはあるんで

すけれども、生の音頭をとられる方も非常に少な

くなってきているということもございますので、

ぜひこれらの継承も含めて一度企画もしてみたい

なというふうに思っております。

まず、それぞれの地域の皆さんでぜひ残してい

ただくという努力もあわせてお願いをしたいとい

うふうに思っております。盆踊りはだんだん年々

少なくなってきておりまして、ことしは樽井地区

も何か中止といいますか、なかったというふうに

も聞いております。残念に思っておりますが、ぜ

ひこういうものを残していくような努力を行政も、

そして市民の方々もやっていきたいというふうに

思っております。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 非常に市長の熱意ある、

御答弁ありがとうございました。確かにその通り

で、高齢になっていってますし、私も別に自慢す

るわけじゃないですが、こういった音頭、かけや

とか、あるいは先ほど言われておりますさんやの

音頭を知らないんですね。できたら私も覚えたい

なと思います。

こういった方々の育成が最も大事だというのは、

確かにそのとおりで、できればそれぞれの地域に

まだあのまま残っておられると思うんで、そうい

うそれぞれの地域の皆さん方の保存会形式をひと

つ連合体として、それぞれの特徴のあるものをひ

とつお互いにやっていけばどうかなというように

思います。ぜひともその点を進めていただきたい。

多くの市民が参加できるように、ケーブルテレビ

でも何でもいいですが、とにかく発表してもらう

と。いわゆる泉南の名物にしていけばいいかなと。

なかなか各地、今先生がおっしゃったように、

樫井もそうですが、貝塚の教育委員会、大阪府の

文化財になっている踊り、東踊りがありますね。

先ほどの和泉もそうでした。これは信太というこ

とで非常に古くから伝わっている物語で、たしか

信太のキツネか何かのやつだったと思います。そ

ういったものがあるんで、こういう伝承が消えて

いくということは、人間の生活そのものを切って



いくんだと、歴史を切っていくんだということに

もつながりかねないんで、その点ひとつ皆さん方

の御支援と御努力をお願いいたします。

大綱第２点目の人権問題についてでありますけ

ども、大浦部長にお答えいただきました。知って

いるということと、内容は知らないけど知ってい

るということを合わせると６８％。非常に知って

るということを入れたら理解度は高いんではない

かと、私はそれなりの評価をいたしております。

皆さん方は日ごろ人権問題でそれぞれの公民館を

含めて、あるいは集会においてそういうパンフレ

ットを配布し、また皆さん方が一定読まれている

んやなというふうに思います。

しかし、このことで例えば高揚を図りというこ

ういうことに一定、第１条の目的ですね。その意

味では評価はされるんですけども、果たしてこの

４条の問題が、これ何も被差別部落の地区だけで

なしに、いわゆる障害者、女性、こういった在日

韓国人のいわゆる職業、こういったものを含めて、

果たしてどれだけの系統的な取り組みが市として

なされているかなという答えをほしかったんです。

私たちだけでできる問題ではないと思いますけ

ども、いわゆる横断的に各企業も含めてこういう

形で申し入れたり、あるいは取り組みを強化され

たりという実態があるのなら御報告いただければ

ありがたいなというように思いますが、その点い

かがでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 泉南市部落差別な

どあらゆる差別の撤廃と人権に関する条例の第４

条に掲げられております「市はあらゆる差別をな

くすため、社会福祉の充実、職業の安定、教育・

文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計

画的に推進するよう努める」ということでござい

まして、人権に伴いましての職業の安定の部分で

ございますが、泉南市におきましては、泉南市の

事業所につきましては事業所同和という形で加盟

をしていただき、その中で職業の推薦業務等あり

ましたら、そういう部分で職業安定所の方へ依頼

を特にお願いしたいという部分につきましても、

差別のない職業安定のために、職業安定所を通じ

て職業の御紹介等もしていただいてるということ

－２４－

は十分に認識しております。

しかし、近い将来におきましても、我々といた

しましては不況の中でございますので、特にその

部分についても地域の皆様方の職業の安定という

ことに重きを置いて、ＰＲなり啓発をお願いして

いるということでございますので御理解を賜りた

いと、かように考えております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） いや、私の言いたいのは、

ちょっと大浦部長間違ったのは、差別の職業の安

定というような、この言葉というのは余りないの

でね。差別の職業の安定というような、こういう

言葉は余りないと思いますので、これはちょっと

訂正をお願いしたいなと思うんで、いわゆる職業

の安定ということと差別とのつながりというのは、

もう少し明確にしなけりゃならないと思います。

それは庁内横断的あるいは市内の企業だけでな

しに、アイビー・リック等による１，４００社も差

別調査を行ったような、これはあなたどこの党員

ですか、何の宗教してますか、近所どこに住んで

ますか、どの学校出ましたか、お父さんはどんな

んですか、お母さんはどんなんですか、そういう

あらゆるものを調査したものを載せて、１，４００

社の会員を抱えて、それは必要としているわけで

しょう、社会が。これは職業とか、いわゆる第二

の人生以前に、第一の人生に出ようとしたときに

これで全部切られていくということになると、今

逆におっしゃった言葉が正確かなというふうにと

らえられるんですね。これはけしからん話でね。

昔いろいろのところが、政党に入っていること

によって排除されてきたという歴史もありますよ。

今の日本社会は徐々に、特に大阪は余りなかった

のにもかかわらず、今回このような近くに起こっ

たことは、これは私は第２のいわゆる地名総鑑事

件に匹敵するもんでないかと。これは何もあそこ

だけではないんじゃないか。ますます深層化して

いく。ましてインターネットの時代ですから、こ

ういったものがパッと出たら、途端に記録されて

しもうてどこかへそれがまた流れてしまうという

こともあり得る時代が来てるから、世界に一気に

行ってしまう。



それで非常に困ってるわけで、このことは、困

っているというよりも、こういったことに対して

法務省なり法務局なりがきちっと動き、これは犯

罪ですから、そういう点ではこういった問題点を

もう少し明らかにしなけりゃならないなという点

も含めて、職業という問題あるいは教育という問

題、これが起こり得る、あるいは結果、確かに社

会的には不況です。ひょっとしたら２００５年が

１つのめどとなって、日本が右に行ってしまうの

か左に行ってしまうのか、いわゆる没落するのか、

発展への基礎をつくるのか、大体ここ四、五年で

決まると言われてます。こういったときに失業率

が１０％と読まれる方もあります。消費税が１０

％。１０％、１０％というような話もあります。

こういったことを見るときに、今私たちが、地

域が主体になって、あるいは自治体が本当に中央

依存型でなくて、きちっと自分たちの中でそのこ

とをやっていく時代が来たのかなというふうに、

余談ですが、思います。

ひとつ先ほどの問題で訂正があれば言っていた

だいたら結構ですが。次に移りたいんで。

○議長（薮野 勤君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 先ほど私の答弁の

中で、一部誤解を招くことがございました。仕事

と差別という部分についての文言でございますが、

撤回をさしていただきます。仕事と差別につきま

しては、別という考えを持っております。ただし、

中身の中で、不況の中で非常に地域の方につきま

しての仕事保証については、お困りになっている

部分という部分は、認識をしているということで

ございます。御理解を賜りますようお願いいたし

ます。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） いや、仕事と差別は別と

違うんですよ。仕事しよう思うたら差別があるか

ら、不安定の就労しかないというのが歴史的過程

だということの認識をいただいていれば、その表

現としては間違いじゃないですかということなん

で、その点御理解をいただきたいというふうに思

います。これはまた改めて、時が来れば話をいろ

いろと懇切にしたいと思います。

－２５－

介護なんですが、私一番懸念しているのは、最

も懸念しているのは、いわゆる負担の問題ですね、

１つは。負担の問題と、本当にその方が希望され

た 例えば市の介護保険のこれ、だれでも読ん

だら大体いいこと書いてますよ。わかりやすいよ

うに書いてます。これ非常にわかりやすいです、

このパンフレットはね。

これはある市の資料なんですが、これは全体６

項目にわたって、例えばこれだけのものを職員も

含めて市民に示されるだけのものを持って も

ちろん議会も持ってますが、こういったものがあ

るわけです。これは何を言うてるかというたら、

高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画というも

のの中間取りまとめ案としてはる。中間なんです、

これ。それで、計画の策定に当たっては、１、高

齢者の現状２、３は援助を必要とする高齢者の状

況、４ は保健福祉サービスの実施状況と課題、そ

して５は保健福祉サービスの目標、最後の事業実

施のためにと大きく分かれて、それぞれ細かく、

それぞれの説明と趣旨、目的、あるいは内容がこ

れの中で一定出てます。

こんなんつくってくださいということを私言う

てるわけじゃない。少なくとも私たちがすぐに、

あ、こうなのかと。例えば先ほど私が不安感を持

ってると言いましたね、実施に当たって。例えば、

入所を希望されている方、例えばこの人やったら

３か４ぐらいの介護が必要かなというのに、認定

どおりによって２になったり１になったりいう場

合は、これは施設利用できなくなる。いわゆる通

所になるわけですね。ホームヘルパーとか介護の

みになる。

そうすると、家にずっといなきゃならないとか、

あるいは例えばデイホーム、デイセンターとか行

くわけですけども、それは家族としてどうなのか

とか、その不安感が取り切れない。そして、思っ

たところよりも、この人やったら相当なにせなあ

かんな、病院でも入れてもう少しリハビリしたり

せなあかんなという方が逆になってしまった場合、

一体だれがそれをできるんかと。ここの不安感が

ぬぐい切れないんですね。

ここらあたりがもう少し、私先ほど申し上げた

ように、こんなんつくれとは言いませんけども、



少なくとも市としてこういう考え方でいきますよ

と。こういう考え方で、もし問題点もあるかもわ

かりませんよと。これ、中間取りまとめというの

はそういう意味で中間だと思うんですが、こうい

う方向で泉南市のいわゆる介護保険についてはい

きますよというものを、せめて２０ページでも１

０ページでもいいからつくったものを、これとま

た別に私はするべきではないかなと。そして、皆

さんが持っている不安感、あるいは私たちもに説

明できるものをやっぱり発行すべきでないかなと

いうふうに私は思います。

そういう点で忙しいと思いますし、なかなか現

状では、今職員が介護保険の認定作業をしている

段階で、あるいは認定登録作業をしている段階で、

なかなかせえと言ったって無理な話です。これに

はそれなりのシステムがあり方法があろうかと思

います。そういったことができないのかどうかと

いうふうに思います。

もう１つ申し上げたのは、いわゆる入所入院で

きない場合があると。あると言いましたね。答弁

いただきましたね。本当に入所入院できないのは、

私もうはっきりしてるんと違うかと。

例えば、資料をもらった中で、野上病院１０３

床でしょう。白井病院が３３床、堀病院が６０床、

和泉南病院が１０９床、これはもらった段階です。

しかし、あなたがもう１カ所ふえてるということ

で３４２床があると。そしたら３７床かな、ふえ

たということは、どこかちょっとわかりませんけ

れども。これ全部あいてるんかどうかということ

なんですわ、例えば病床群の問題で。あいてれば、

その認定された人が、あるいはそのまま入ってる

方が認定される場合もあるわけですから、全部が

全部とは言いませんけども、少なくとも認定され

る数はどの程度泉南市においてあるのかなの予測

値とか、そういうものも全然出てこないから、我

々がもう皆さんに説明でき切れない。でき切れな

いどころか、できないという状況になってるんで

す。

施設にしても、他の保健施設にしても、今入っ

てる人は皆どいてくださいみたいになれへんし、

新しくできた人をそこに入れるというと、泉南市

でそれが例えば満杯であるとしたら、できないと

－２６－

したら、新しい方法を考えなきゃならないじゃな

いですかということに尽きるというふうに私は現

段階では思ってます。

そういう点では、いや今そんなんそこまで考え

てませんよというふうに考えてるのか、いや場合

によってはもう１カ所ぐらい考えますよとか

いわゆる受け入れ施設ね。通所施設などを考えて

ると。病院なんてすぐにできるということはあり

ませんから、考えてるとか、せめてこういう場合

はこういうような考え方を持ってますよという方

向、方針がね、部長、泉南市においてほんまに聞

くまで出てこない。そこらあたりです、不安感持

ってるというのは。

○議長（薮野 勤君） 時間がございませんので、

簡潔に答弁を願います。谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、この制度の一般市民の方々に対する周知の方

法と。どういった形でやっていくか。確かに、現

在まだ我々がこの介護保険制度、要するに１０月

から認定業務に入っていくわけですけども、この

制度自体の中身につきましては、まだ不透明なと

ころがございます。特に我々市民の方々の立場に

立ちますと、やっぱり一番知りたいというような

ところにつきましては、例えば介護保険料の問題

でありますとか、どういった形で例えばサービス

が提供されるかとか、そういったものと思います。

そういった面につきまして、我々今現在、介護

保険の事業計画等も策定しておりまして、その中

で例えばサービスの総量がどれぐらいになるんか

とか、そういったところも今検討しているところ

でございます。ですから、我々としましては、で

きる限り一般市民の方々にＰＲをしていきたいと、

このように考えておりますが、その手段としては、

今現在説明会でありますとか、あるいは広報を通

しまして行っていくというところで御理解のほど

をお願いしたいと、このように思います。

それと、あと入所の問題でございますけども、

これにつきましては、先ほど申し上げましたよう

に、この介護施設につきましては、現在ある特別

養護老人ホーム、そして老人保健施設、そして病

院の療養型病床群、こういったところで措置され

るわけでございます。確かに、現在入所されてお



られる方、これにつきまして強制的に例えば退所

願うとか、そういったことは、この介護保険制度

が導入されたとしましてもこういうことはできな

いと、このように思っております。

ただ、先ほど申しましたように、この介護保険

の特に施設につきましては、地域を越えた形でサ

ービスが利用できるという制度がございますので、

そういった空き情報とか、そういったとこら辺で

我々情報をつかみまして提供を行っていきたいと、

このように考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

○議長（薮野 勤君） 以上で巴里議員の質問を終

結いたします。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ５分 休憩

午後１時１７分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１７番 島原正嗣君の質問を許可いたし

ます。島原君。

○１７番（島原正嗣君） 皆さん、こんにちは。御

指名をいただきました新進市民連合の島原正嗣で

ございます。ことしの夏は殊のほか暑うございま

して、いまだ夏と秋の混在した季節でございます。

皆様方には御健勝でこのように議会でお会いする

このうれしさは、私の生涯を通して感激をする次

第でございます。

それでは、早速でございますが、議長より御指

名にあずかりましたので、平成１１年本市第３回

の定例会に際しまして、既に通告をいたしており

ますとおり、大綱第７点にわたる一般質問を行う

ものでございます。

ジェームス・プライスは、近代民主政治の中で

の地方自治とは、民主政治の最良の学校であり、

またその成功の最良の保証人なり、と格言を提示

されているところであります。したがって、今日

その正しさは、現代社会におきまして最も評価さ

れているところでもあります。事の善悪にかかわ

らず、現代社会における地方自治は、市民主権、

住民主権という責任体制論、すなわち地方自治は

住民のために存在することへの視点をしっかりと

把握すべきではないかと思う一人でございます。

－２７－

また、一面地方自治が国家の下請機関ではなく、

主体性を持ち、すべて対等、平等の原理原則を構

築し、２１世紀新時代への開かれた地方自治、地

方分権の実現に全力を傾注すべきときであります。

今日、地方分権一括法が成立をいたしまして、

既に１カ月以上が経過をいたしましたが、全国各

地の自治体ではさまざまな発想の転換、ノウハウ、

アイデアを結集して、市民の負託にこたえようと

しているところであります。

特に高知県では、年４回の定例議会、また予算

委員会、決算委員会では必ず議員は１回の質問を

行うことや、新潟県の上越市では、本年７月から

助役と８つの部局を廃止し、総務、財務、健康福

祉部など６つの部門に副市長制度を導入している

ところであります。また、埼玉県では広域行政連

合を設置し、地方分権時代への人づくり、すなわ

ち新時代への人材育成に重点が置かれておるとこ

ろでもあります。地方自治行政の積極的な制度転

換が行われている現在であります。

したがって、行政はこれまでのような国・府の

通達や通達事項を説明すれば済む時代ではありま

せん。本市もこのような状況認識をきちっと把握

し、新時代２１世紀への行政サービスの進路、市

役所づくりへ向けて積極的な対応を行い、市民と

の合意形成を立ち上げるべきであると考える一人

であります。

私は以上のような状況認識に立ち、これから具

体的な質問に入らせていただきます。

質問の大綱第１点は、農業、漁業の支援策につ

いてお尋ねをいたしたいと思います。

ほとんど忘れられていた存在になっております

農業基本法にかわって、新しい農政の理念と方向

を定めた食糧農業農村基本法が本年の７月１２日

に成立をしたことは、御案内のとおりであります。

このことは、戦後の農地改革や１９６１年の農業

基本法制定に次ぐ３度目の大改革、大転換であり

ます。

したがって、農業から食糧、農業、農村と拡大

をされました新基本法について、本市の見解を伺

いたいのであります。この現状認識をどのように

考えておられるのか、御答弁をいただきたいもの

でございます。



農業問題第２の問いは、新しい農政の理念とし

て最も重要なことは、農業の市場原理と経営の安

定、さらに農業を再生するには土地と人が欠かせ

ない絶対要件でもございます。つまり農業を継続

するための後継者、担い手をどうするのか、また

農業者の高齢化をどう防止していくのか、さまざ

まな課題が山積をいたしているところであります。

したがって、本市はこの新農業基本法制定の状況

下において、農業経営者に対する具体的な支援策

をどうするのか、抜本的な対応策についてお答え

をいただきたいものであります。

第２の問いは、漁業対策についてであります。

まず、第１は水産漁業関係者に今日まで本市は

どのような支援を行ってきたのか、また今後どの

ような対策を行うのか、具体的な御答弁をいただ

きたいのであります。

漁業問題第２は、漁港周辺の環境整備について

お尋ねをいたしたいと思います。

特に、岡田浦旧港の環境整備については、港湾

当局との話し合いや調整はどうなっているのか。

岡田旧港はそのまま存続させるのか。また新しい

事業計画があるのか、あわせて御答弁をいただき

たいものであります。さらに、樽井漁港への対応

は、現状のままでよしとされておるのかどうか、

そのことも含めて御答弁をいただきたいものでご

ざいます。

大綱第２点の質問は、雇用対策全般及びパート

タイマー等の雇用状況についてお尋ねをいたしま

す。

読売新聞によりますと、８月３１日の総務庁発

表で、本年７月現在の完全失業率は４．９％、実質

的には５％以上とされ、過去最悪の雇用状況であ

ります。

日本の雇用問題は国内のみならず、昨年はＩＬ

Ｏすなわち国際労働機関の総会の中でも、１つは

人権擁護、１つは質の高い雇用の実現、１つは社

会保障の充実、社会対話の実現等について、参加

された各国満場一致で採択をされているところで

あります。このことは２１世紀への目標をしっか

りと立て、ＩＬＯ参加のすべての国、すべての国

民、労働者がディーセントワークを達成するため

のものとも言われているところであります。

－２８－

したがって、本市はこのような国内外の雇用環

境の中で、どのような雇用対策をとられてきたの

か。具体的には民間企業や地場産業等の経営者に

対し、雇用の創出について今日までどのように対

処されてきたのか。特に、新規学卒者、高等学校

卒業者を中心に、市内各企業への働きかけをどの

ように具体的にされたのかを含めて御答弁いただ

きたい。

また、パート労働者等の就職状況や労働条件の

内容調査、分析を今日までどのようになされたの

か、あわせてお答えをいただきたいのであります。

大綱第３点の質問は、樫井川、男里川の河川改

修についてお尋ねをいたします。

私は、本年第１回定例会におきましてもお尋ね

をいたしたところでありますが、樫井川、男里川

両河川の改修事業をもっと積極的に推進すべきで

はないかと考えるものであります。両河川の河川

敷を含め、現状は実にひどい環境に置かれている

のではないでしょうか。国際都市、空港都市の機

能を果たすためにも、空港同様の投資を行い環境

整備を行うべきと考えますが、本市としての基本

認識についてお尋ねをいたしたい。お答えをいた

だきたいと思うのであります。

あわせて、樫井川沿いの江永橋の拡幅について

でありますが、本問題も岡田浦区長を初め、数年

前にこの江永橋の拡幅についての要望は出されて

いるはずであります。現在の状況は、御案内のよ

うに乗用車３ナンバーが同一に運行できる状況で

はありません。どちらか片一方が片側で待ってお

かないと、あの江永橋の運行は不可能であります。

どうかこの問題についても、市民の負託にこたえ

るような対応を今日までどのようになされてきた

のか、お答えをいただきたいのであります。

大綱第４点の質問は、２０００年問題への対応

についてお尋ねをいたします。

特に、コンピューターの誤作動に関連する諸問

題については、国及び大阪府を初め各自治体にお

きましても、さまざまな対応策が行われていると

ころでありますが、本市のこれらに対する具体的

な対応策についてお答えをいただきたいものでご

ざいます。

大綱第５点の質問は、介護保険認定についての



環境整備についてお尋ねをいたします。

今、介護ソフト商戦市場は、数兆円とも言われ

ているところであります。問題は、明年４月から

地域介護をどうサポートしていくのか、極めて重

要な対応が求められているところであります。介

護保険の流れは、申請、訪問調査、第１次、第２

次判定、要介護の認定、ケアプランの作成、サー

ビスの利用等であります。

また、介護認定のランクは、要支援から介護１

から５までのランクに位置づけられているところ

でありますが、これらに対する基礎知識や介護保

険適用者また不適用者についても、本市は今後ど

のように責任説明を行い、サポートしていこうと

しているのか、あわせて御答弁をいただきたいも

のでございます。

大綱第６点の質問は、関西空港問題についてお

尋ねをいたします。

空港問題第１の問いは、本市の第２期事業に関

係する地域整備についてであります。具体的な事

業計画、それに伴う予算等についての内容をお答

えいただきたいのであります。あわせて、先般、

これも読売新聞でございますが、阪南９市４町に

支給される地域振興協力金の対応について、韓国

ソウルでその具体的な協議がなされると掲載され

ていたところであります。その後の状況経過につ

いての御答弁をいただきたいものであります。

空港問題第２の問いは、南ルートへの対応策に

ついてお尋ねをいたします。

本問題は、前平島市長がいわば政治生命をかけ

てきたところであります。その後、その状況経過

から見て、私は、南ルート実現は非常に困難な状

況下にあるのではないかと考える一人であります。

本問題について具体的な御答弁を賜りたいのであ

ります。

最後に、大綱第７点の質問は、住宅問題につい

てお尋ねをいたします。

住宅問題第１のお尋ねは、市営３団地の係争中

の状況経過でありますが、その後どのような進捗

状況にあるのか、具体的に御答弁をいただきたい

ものであります。

住宅問題第２の問いは、市営３団地の建てかえ

プランの問題であります。

－２９－

現実には係争中の問題であります。本問題が解

決しない限り非常に建てかえプランは困難であろ

うと考えるわけでありますが、本市は今後の市営

住宅の総合的なプランを含め、本問題についての

抜本的な今後の対応策について御答弁をいただき

たいのであります。

以上が大綱第７点にわたる質問でありますが、

市理事者におかれましては、具体的かつ簡潔な御

答弁をお願いいたしまして、演壇からの質問を終

わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ただいまの島原議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） コンピューター２０００年

問題について御答弁を申し上げます。

この問題は、西暦を下２けたでコンピューター

として取り扱うために、２０００年の００を１９

００年と誤認することにより起こる問題でござい

ます。

本市では、２０００年問題につきまして、全庁

的な体制のもと予防対策と不測の事態への対応に

万全を期すため、私を本部長とする泉南市コンピ

ューター西暦２０００年問題対策本部を本年６月

１１日に設置し、行政内部システム担当に総務部

電子計算室、地域における問題担当に市長公室企

画広報課を、また総合事務局として総務部電子計

算室を当てており、万一の不測の事態に備え手作

業などの代替手段で業務を継続できる対応マニュ

アルの作成、さらに市民生活に関連する社会イン

フラ関連事業、電気、ガス、通信などとの連絡体

制の整備などを大阪府と連携をとりながら、２０

００年問題に取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。

具体的対応については、後ほど担当部局より御

答弁を申し上げます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、冒頭の農業、漁

業の支援対策についてお答えをさせていただきた

いと思います。

議員御質問の日本の農業政策は大きく変わって

おります。それに我々がどうこたえるかという部

分については、大変難しいと思いますが、皆さん

農業従事者の意向も踏まえて取り組んでまいりた



いと思っておるところでございます。

本市農業は、都市化の進展に伴いまして農地の

面積が減少しております。そしてまた、並行して

農家数の大部分が兼業農家となっております。そ

の中で、都市近郊の立地条件を生かした野菜の生

産、近年では花卉栽培も盛んになっておりまして、

府下でも有数の産地になっているということでご

ざいます。

地理的条件を生かした生鮮野菜の供給地として、

大都市近郊の優位性を生かした高収益型の農業を

発展させるには、いろんな取り組みが必要である

と思います。用水の合理化、農道、圃場の整備、

農業用機械の共同利用を図るなど、農地の集約等

の基礎整備も進めなければなりません。生産性の

向上を図ることは大変難しゅうございますが、取

り組んでまいりたいと思っております。

一方、御指摘のように農業の従事者が大変高齢

化しておるのは、泉南市も同じでございまして、

農地、農家の減少も後継者が不足をしておるとい

うことで問題が大きいというふうに解釈をいたし

ております。できるだけ労働力を下げた軽量で単

価の高い軟弱野菜による生産、また地域における

中核農家を中心とした農業推進のリーダーを育成

する必要性、リーダーを中心に高収益農業や大都

市近郊の都市型農業の研修等を踏まえまして、関

係の団体 いろんな団体がございますが、農業

協同組合、また生産者の団体と連携を図りながら、

営農の意欲を高める魅力ある農業経営にすること

が必要であると考えておるところでございます。

また、漁業におきましても、大阪湾の漁獲量が

大変減少しているという、大変漁業の危惧に陥っ

ているということを理解しておるところでござい

ます。場合によっては、漁獲高が半減をしたとい

うような漁種もございますので、その点について

は漁業者と連携を図りながら、大阪湾の穏やかな

漁場で消費地も近いという立地条件を生かした、

社会条件を生かした沿岸漁業はどのようにあるん

かという部分について漁業者と話をして、できる

だけ新鮮な魚介類を近郊の都市の住民の方に食し

ていただくということに心がけていきたいという

ふうに思っております。

それから、岡田の港のことについてのお尋ねで

－３０－

ございましたが、旧港の方は廃止をするのかどう

かというお尋ねでございましたが、旧港の整備は、

これは更新をして継続していくという府の方針も

ございますので、今後とも府の方に要望をしてい

きたいというふうに思っております。旧港、新港

ともに発展するような岡田漁港にしていきたいと

いうふうに思っております。

それと、樽井の船だまりの件でございますが、

これについても立派な施設でございますので、何

とか漁業以外にも利用できないかということにつ

いて、関係者とも協議を進めていきたいというふ

うに思っております。

それから続きまして、江永橋の件でございまし

たが、府道にかかっております江永橋、これは昔

からの紀州街道にかかっている橋でございまして、

兎砥橋もそうでございますが、既に架橋をいたし

まして４０年以上たっておる老朽化をしている分

でございます。しかしながら、伊勢湾台風とか第

二室戸台風に耐えてきた橋でございまして、今府

の方はかけかえを行うというのは財政的にも大変

難しいというように聞いております。

また、毎年要望も行っているわけでございます

けども、できるだけ安全性の確保、また改修です

ね。美観も少し悪くなっておりますので、その面

については補修を加えていきたいという府の判断

でございますので、引き続いて要望をしていきた

いというふうに思っておるところでございます。

続きまして、住宅の問題でございますけども、

朝から松原議員にもお答えさせていただきました

が、裁判が進んでおるという状況ではございませ

んが、今回３回目の公判を行うわけでございます

が、３団地の入居者の方々の公の場での御意見も

聞きながら、また逆に泉南市の意見と申しますか、

泉南市の考え方をオープンにいたしまして、どの

ように裁判が進捗していくかという部分について

は予測がつきませんが、できるだけ早い機会に裁

判が決着するということを望んでおるところでご

ざいます。それによって新たな展望も開けるんで

はないかなというふうに思っておるところでござ

います。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。



○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の雇用対

策につきまして御答弁申し上げます。

議員御指摘のとおり、不況が長期化し、深刻化

する中で、雇用状況はかつてない厳しい時代を迎

えていると私どもも認識いたしてございます。先

日も来春に卒業する高校生の求人倍率が０．６２倍

と、就職希望者のうち全国では１０万人が仕事に

つけないという厳しい雇用情勢の報道があったと

ころでございます。

また、議員御指摘のパートタイマーの雇用状況

等につきましては、市の方で調査を行っておるの

かという問いもあったわけでございますが、市独

自での調査は現在行っておらないところでござい

ますが、雇用創出につきましては、職業安定所の

方で地域の企業に対しまして、雇用の促進につい

ての依頼を行っていただいておるところでござい

ます。

今後につきましては、職業安定所、また商工会

等の関係団体と連携し、求人情報の提供、雇用の

創出に関する相談会の実施など、雇用の促進に努

力してまいりたいと考えておりますので、御理解

いただきますようお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 樫井川、男里川の河

川改修についてお答えします。

樫井川の整備計画については、平成７年から８

年にかけて大阪府と関係市町で協議を行いました。

その後、建設費や維持管理の負担方法等で地元の

市町の調整が難航しています。

また、制度の面からも、平成９年度に河川法の

改正があり、河川環境という言葉が取り入れられ

るなど、この樫井川整備計画を後追いした内容と

もなっております。この改正河川法によれば、河

川整備を推進していくためには、まず河川整備基

本方針を策定し、その後、河川整備計画を策定す

ることとなりました。現在、大阪府ではこの方針

並びに整備計画の策定について検討しているとこ

ろでございます。

また、男里川でございますが、この上流部に位

置する金熊寺川については、現在、多自然型工法

で事業中でございます。今年度は岡中大橋から西
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中橋の区間を昨年度に引き続き工事を行うと聞い

ておりますので、よろしく御理解のほどお願いい

たします。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） コンピューターの西暦

２０００年問題につきまして御答弁申し上げさし

ていただきます。

本市におきましても、住民記録や税、国保、年

金、福祉などの事務処理に多くのコンピューター

を利用しておりまして、保有するシステムや機器

に起因するトラブルが生じないよう、プログラム

修正や機器の点検を進めてきたところでございま

す。

市の基幹業務でございます住民記録に連動した

システムにつきましては、本年８月２７日にコン

ピューターの日付を１９９９年１２月３１日にセ

ットいたしまして、翌日の２８日に２０００年１

月１日の立ち上げを確認いたしまして、実際に問

題が生じないかを確認する模擬テストを各業務の

担当者２１名、委託先１３名、機器メーカー保守

部門２名、総計３６名により実施いたしまして、

問題が生じないことを確認したところでございま

す。

万一の問題が発生した場合への事態に備えた体

制など、今後とも大阪府や関連事業者と連携をと

りながら進めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 私

の方から、島原議員御質問の介護保険認定につい

ての環境整備に関する件について御答弁申し上げ

ます。

この認定業務につきましては、この１０月から

具体的に始まるわけでございます。そして、また

認定審査会につきましては、前回の議会で承認し

ていただきましたように、２市１町で共同で処理

を行うこととなっております。

認定のための申請件数の見込みは、かなりの数

が見込まれておりまして、この認定作業の円滑化

を図るために、本市では誕生月によって区分し、

例えば４月から５月、６月生まれの方は平成１１

年１０月１日から１０月２９日までの間に手続を



していただく、このようにして整理をしながら受

け付けをする方向で考えております。

申請をしていただきますと、居宅介護支援事業

者に連絡をしまして、その事業者が申請された方

の都合をお聞きしまして、訪問調査の日程を決め

調査にお伺いいたします。日常生活動作に関する

７３項目、医療関連の１２項目をお聞きいたしま

して調査票を作成いたします。同時に、主治医に

意見書の作成依頼を出しまして、そして意見書を

入手します。現在、これらの作業の進捗管理、第

１次判定を含めたシステムの準備を行っておりま

して、システムの稼動は２７日ごろの予定でござ

います。

今後もこういった事業を進めていきまして、そ

してなおかつ認定審査会委員及び認定調査員の研

修につきましても既に８月３１日に実施しており

まして、また調査員の研修につきましては、この

９月末にも予定しているところでございます。そ

ういった形で、今後その事務担当者については研

修等を行ってまいりたいと、このように考えてお

ります。

それと、あと一般市民に方々に対するＰＲとい

うんですか、それにつきましては、従来から市の

広報紙なんかによりましてＰＲを行ってまいりま

した。また、８月には介護保険の講演会等を実施

しまして、そのあと終了後に制度の説明でありま

すとか認定審査の手続等の説明も行っております。

また、地区の方から要望がございましたら、その

地区の方にまいりまして説明会を開いたり、ある

いはまた今後９月の末から１０月に至りまして、

各地区で我々としましては、相談日を設けまして

相談に応じたいと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの質問

のうち、空港問題に関する件が３点ございました

ので、私の方から御答弁をさしていただきます。

まず、関西国際空港２期事業に係ります地域整

備につきましてでございますけれども、この件に

つきましては、市長、議長、空港特別委員長の３

者連名によりまして、要望書を３月４日に大阪府

知事あてに提出したことは、御承知のとおりでご
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ざいます。

その内容につきましては、第１期事業時の本市

からの要望事項や本市域において計画された事業

について、その後の進捗状況や今日的視点からの

点検、評価を踏まえ、今後ともその実現を目指す

べきものについては引き続き要望することとし、

新たな要望としては、急速な少子・高齢化への対

応や市民の健康と福祉の向上のため、泉南福祉医

療保健ゾーンに係る計画の着実な推進、また空港

立地の効果を市全体の発展に広げていく観点から、

企業立地、雇用創出、新たな税源の確保、観光の

振興等を図るためりんくうタウンの活性化など、

ソフト・ハード両面にわたる取り組みや本市のま

ちづくりの根幹となる事業への財政支援を要望し

たところであります。

この３０項目近くの要望に対しまして回答を３

月１６日に受け取ったところでございますけれど

も、それらの確実かつ早期の履行を求め、４月以

降総論あるいは各論にわたり府との協議を実施し

ているところであります。以上までが地域整備の

状況でございます。

次に、泉州地域振興基金についてでございます

けれども、６月２２日、泉州９市４町で構成する

関空協に対して２つの財政支援策が同時に提示さ

れ、その資料につきましては、同日の本市議会空

港問題対策特別委員会でも配付をさしていただい

ておるところでございます。

趣旨、目的は地域と共存共栄する空港づくりと

いう関空の建設の理念の実現に向け、空港の立地

効果を受けとめ、泉州地域の均衡ある発展を図る

ために、泉州９市４町等が行う空港関連のまちづ

くり事業等を支援するというものでございまして、

それらは大阪府が拠出する資金をもって関空協が

設定する公益信託によって行われる支援、それと

関空会社が行う支援の二本立てでございます。

まず、大阪府の支援策でございますけれども、

府が関空協に５０億円を拠出し、関空協がその資

金を継続的安定的に運用しつつ事業の推進を図る

ため、それを信託法に基づく公益信託 仮称で

ございますけれども、泉州地域振興基金を設定し、

この基金から空港関連まちづくり事業を支援する

ものでございます。



支援金額は、当初１０年間は毎年４億円プラス

運用益を取り崩し、その後は残額１０億円の運用

益によって長期的に使用することとなります。支

援対象事業は、９市４町等が実施するハード、ソ

フト事業とされております。

次に、関空会社の支援策でございますけれども、

地域と共存共栄のために毎年１億円を限度といた

しまして９市４町等の事業を支援するものであり

まして、あくまで関空の利用促進、ＰＲにつなが

るソフト事業に限られ、公益信託からの補助事業

でもあることが条件となります。対象事業の選定

や助成率、助成額などの詳細は、大阪府の支援策

については府と関空協によります基金運営委員会

で、関空会社の支援策については、府と関空協と

関空会社によります地域振興プロジェクト選定委

員会でそれぞれ決定されることとなっております。

なお、大阪府は関空協の同意を得られれば、９

月定例府議会に補正予算を上程いたしまして、今

年度中には基金を設定し、実施したいとの意向が

表明されております。その後７月３０日に、関空

協では協議会を開催いたしまして、これらの支援

策の受け入れを決定し、８月３日に大阪府に対し

その回答を行ったところでございます。

次に、空港連絡南ルートについてでございます

けれども、その南ルートの実現のためには、広域

的な計画への位置づけ、空港本島の物理的受け入

れの可能性、施工方法、事業費、事業主体の問題

等の課題解決に向けた取り組みを進める必要があ

るというふうに考えております。

既に平成８年１２月には大阪府大阪湾臨海整備

計画に位置づけられたこと、また昨年１１月には

堺市以南の９市４町で構成いたします関空協の国

・府、関空会社への要望書の共通要望事項となっ

たこと、また本年には岸和田以南の阪南５市３町

町会連絡協議会の要望項目にも取り上げられ、７

月に関空会社へ要望書が提出されたことなど、こ

れまでの本市の活動が着実に前進をしていると考

えているところでございます。

また、本年３月の関空２期事業関連地域整備要

望に対する大阪府からの回答に基づき、技術的観

点から工法等について研究をするため、近々に仮

称でございますけれども、南ルートアクセス研究
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会を設置する予定でありますが、今月１０日の関

空会社からの回答では、研究会の場を通じて可能

な協力を行ってまいりたいとの前進した回答もあ

ったところでございます。

空港連絡南ルートは、昨今の経済状況から今直

ちに着工できる環境にはございませんけれども、

一方では、従来公共側が対応していたようなさま

ざまな分野の社会資本整備に対し、民間の資金や

ノウハウを導入する方策等が浮上するという新た

な動きもございますので、これらも十分に視野に

入れるとともに、議会の御理解を得ながら、空港

連絡南ルートの早期実現に向けて最大限努力をし

ていきたいというふうに考えております。

以上でございます。よろしく御理解をお願いい

たします。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 大変御丁重な御答弁をい

ただいたわけでございますが、時間が１５分くら

いまでだと思うんで、限られておりますので、簡

潔にお尋ねをいたしますので、答える方も簡潔に

ひとつお願いをしたいと思います。

順番からいきますと、この農業関係の 私も

こっちでは農業をやってないんですが、田舎では

少々農業を経験したことがございます。農業委員

としてこの１年間ずっとお世話になっておるんで

すけども、ただ、痛切に感じることは、この泉南

市の農業、農政という大変大事な事業というんで

すか、もう１つ率直に言って活性化が、活力がな

いなというふうな感じを受けます。

毎月１回農業委員会が開催されておりますが、

その中ではいろいろな案件が出されるわけであり

ますけれども、具体的に２１世紀に向けての農業

の政策のあり方とか、あるいは農業基本法の問題

についても具体的に議論をしたことがないわけで

ございます。ただ、始末書を書いてきて、農地か

らどっちかいいますと駐車場に変更したり、後継

者の家を建てるとか、そういうたぐいのものばか

りでございます。

私の申し上げたいのは、やっぱり農業というの

は、行政において、この市において欠かせない問

題だと思うんです。問題は、新しい農業経営に参

加するいわゆる後継者のあり方、先ほど御答弁い



ただきました生鮮何といいましたかな。野菜なん

かは非常に新鮮なものがとれて、府下最大の市場

であるというふうなこともおっしゃるんですが、

その割には一般市民から農政やそういう新しい野

菜や農家の作物に対しての声が余り聞かれない。

これはＰＲ不足ということもあるんでしょうけど

も、どちらかといいますと、今やらなければなら

ないのは、新農業基本法の改正に伴って、新しい

農業をどう位置づけていくかという行政指導も私

は大事ではないかなと。

後継者づくりについても、もっと行政が話し合

いをしていくべきではなかろうかと思います。非

常に残念なことで、泉南市農協も阪南市農協と合

併をされまして、最近は農協の合併、ＪＡの合併

が流行してるんですが、非常に近くにあった農協

が阪南市に変わったというようなことは、残念で

なりません。これも経営上やむを得ないというこ

とでありますから、それをとやかく言う筋合いで

はございませんけれど、非常にわびしい、寂しい

感じがいたします。

それから、漁業問題でございますけれども、特

に岡田漁港の問題は、新しい港が１つ臨海の沖に

あるわけでありますが、問題は旧港そのものを見

ていただいたらわかるように、新しい臨海道路に

出るにいたしましても、岡田浦の場合は、現在の

旧港を利用して臨海に出ていくという方法しか今

のところないわけです。

漁港そのものを将来どうするかいうこともあり

ますけれども、現在あるその漁港の整備をもう少

ししてもらわないと、例えば１年に１回港の中の

いろんな不純物をしゅんせつ工事をしてもらうと

か、取り除いてもらうとか、そういう環境整備を

してもらわないと、非常にごみも流れ、あそこに

河川があるわけでありますが、非常に環境的に人

目から見て、これは立派な港だな、立派な環境だ

なというふうに言える状況ではありません。

これは港湾の所管でございますから、あの港を

永久に残しておくというんなら、それなりの環境

整備をしてもらわないと、５０年前、３０年前の

状況では、道路の環境にしても、もっともっと整

備をしてほしいなというような感がいたします。

そこらあたりはどうなっているのか、お答えをい
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ただきたいと思うんです。

それから、雇用問題でありますが、これも日本

中雇用不安ということを連合等を中心にいろんな

働きかけもしているようでございますが、問題は

泉南市として、泉南市にもたくさんの企業がある

のではないかなと。泉南市で大手と言えるのは、

大変僣越ですけども、バンドー化学と東洋クロス、

それにほかにありますかね。片木アルミさん等も

あるわけでありますし、小さい繊維産業もあるわ

けですが、問題はそういうところに行政としての

就職あっせん等、あるいは就職依頼、雇用依頼と

いうものが今の答弁でございますと全然なされて

いない。一般論としては、泉佐野の職業安定所を

通じて申し込んでおると、こういうことでござい

ますけれども、そういう申し入れも具体的にどう

いう申し入れをしたのか、教えていただきたい。

それから、たくさんのパートタイマーの そ

この旧の国道２６号線の上にＳＡＴＹなんかもあ

るわけでありますが、小さい商店街に勤めている

方でもパート労働者というのは、たくさん関空の

中にもあると思うんです。やっぱり行政は、その

パート労働者の雇用の状況というものも調査する

という責任があると思うんですよね。

例えば、大阪府の最低労働賃金が今１日幾らに

なってるのかちょっとわかりません。１時間当た

りの単価も、ちょっと私新しい料金は控え室に置

いておりますのでわかりませんが、そういうこと

も調査をして、実態に即していないパート労働者

に対する労働条件の悪いところは、やっぱりきち

っともとに戻してもらうと、法定どおり日給なり

時間給を払ってもらうと、あるいは職場の中がど

ういう環境にあるのかということも含めて、私は

やるべきではないかなというふうに思います。

貝塚市あたりは既にもう労働対策室のようなも

のを置いて、十数年前からやられておるようでご

ざいます。本市も一回そういうことについての対

応が、できるのかできんのかは別にして、やっぱ

り実態調査というものを僕はするべきである、こ

のように思うんですが、担当課はどう思うのか、

御答弁をいただきたい。

それから、樫井川、男里川の問題でございます

が、特に、樫井川なんかは、天気が悪くなったり



雨が降って上から河口に水が流れますと変なにお

いがしてくるわけです。何かこう潮くされという

んですか、妙に鼻をつくような、ちょっと私もよ

う表現が出てこないんですけども、牛のそういう

もののにおいがしてきたりするわけですが、この

河川の環境調査は大阪府もしておるようでござい

ますが、私は先般、大阪府が樫井川を依頼された

調査の会社からお聞きをしたんですが、やっぱり

樫井川は環境悪いんですよと、こういうことを言

われました。

どういうことで悪いんかといいますと、職務上

明かさんかったわけでありますけれども、何か変

なにおいのすることも、河川全体が非常に汚れて

汚い、ある意味では。そういう汚染されているこ

とははっきり言えますよということを私は聞きま

した、最近。これはやっぱり行政としても、大阪

府に対してもっともっとそういう流出物、排出物

の水質の検査や現状経過をもっと調査すべきでは

ないですか。

それと、河川敷なんですけども、これは一時関

西空港が当初第１期事業の中で始動した中では、

何回も申し上げるようでございますけれども、あ

の樫井川は関西空港、飛行機の上から樫井川を眺

めても、立派なフラワーといいますか、花が咲い

たように見えるような河川敷にしたいと、そうい

うことで一時は大阪府も予算を組んで手当てをし

たようであります。その後、たった１回何か花を

植えたようでありますが、花やら草やらわからん

ようなものを植えたようでありますけれども、今

はもうペンペン草が生えてるし、あの河川敷を散

歩するという環境にはないわけです。

しかし、私が申し上げたいのは、樫井川だって

川なんですよ。男里川だって川なんですよ。空港

よりある意味では大事な川なんですよ、人間が生

活する上においては。関西空港も大事だけれども、

やっぱり樫井川や男里川、泉南市にある河川をお

互いきちっと環境整備をしていくような条件づく

りを泉南市がするべきではないですか。予算とか

何とかをおっしゃってるけども、私はそういうこ

とにとらわれずして、そら予算もあるでしょう。

けども、関西空港第２期工事というのは進んでい

るわけですから、その意味では地元対策として、

－３５－

樫井川や男里川の河川敷の改修等を含めて、私は

きちっとさせるべきではないかなというふうに思

います。この点についてもう一度御答弁をいただ

きたい。

それから、２０００年問題はきちっとやってる

と、こういうことでございますから、これは問題

ないと思います。ただ、今言えますことは、泉南

市もいろいろな パソコンがどこまで、あるい

はコンピューターがどこまで入ってるか私は知り

ません。事務局にも最近どっかのコンピューター

が入ってるようですけれども、どこのメーカーか

さっぱりわかりません。日立なのかＮＥＣなのか

ナショナルなのかわかりませんが、今メーカーで

も２０００年問題に非常に熱心に取り組んでおら

れるようです。

そういうメーカーごとに今総務部長はきちっと

やってるから問題はございませんという御答弁を

いただいたんですが、これはやっぱりメーカーご

とによって問題が起きないとも限らないというこ

とも御指摘をされてるようでございますので、絶

対 絶対なんていうのはこの世の中にはないと

思うんで、もう一度点検をして、万遺漏なきよう

な対応を行うべきではないでしょうか。

それと、介護保険の問題ですが、これを論議す

れば二、三時間はかかります。けど、私の言いた

いのは、この介護保険は、ある意味では一般的に

は、これは民主党の資料なんでございますけれど

も、カイゴ保険ではない、ゴカイ保険だというふ

うな表現もされておるわけです。確かに、私はこ

の資料を見てそうだなという部分もあります。す

べてがゴカイ保険というんじゃないですよ。カイ

ゴ保険はゴカイ保険という誤解をされてる部分も

ある。

したがって、この介護保険の適用については、

やっぱり慎重を期してやるべきではないか。これ

は各自治体でそれぞれのサービスの仕方が違いま

す。泉南市は広域的にやっているようでございま

すけれども、問題なのは、要介護と適用される方

々への対応は、私は比較的順調に進んでいくので

はないかと思いますけれども、介護申請、申請を

上げてきた段階で、あなたは不適格者ですよと、

不適用ですよと、こういう問題が出てくる。



その場合、本人がその言葉を納得できませんと、

介護してくださいという不服的な要望が不服審査

という形で出てくると、そういう場合の取り扱い

を一体泉南市はどうするのかということも含めて

検討しておかないと、いろんな問題が出てくるの

ではないか。

それと、もう１つは、１号被保険者と２号被保

険者の関係、あるいは特に在宅介護を中心にした、

在宅介護におけるところの施設サービスの問題。

例えば、車いすとかはしごをつけるのにどうした

らいいかというように、在宅介護の場合は自分の

家で便利に生活できるような、要介護というのと

同じような施設の改善をする場合の資金の調達の

あり方、そういうことも含めて説明をする責任が

行政にあるのではないかなというように思います

が、そこらあたりの関係について御答弁をいただ

きたいと思います。

それと、空港問題でございますが、この空港問

題も議論すれば１時間か２時間はかかるわけです

が、問題は、この前も空港対策特別委員会を開か

せていただきまして、委員長の方から御報告もあ

りましたし、市長の方からもいろんな考え方が示

されました。

私は、確かに特に南ルートについては市長の見

解も大事やと思います。ただ、市長ね、南ルート

については、これはやっぱりきちっとしとかなき

ゃいかん、きちっと。これは先ほども申し上げま

したように、もともと平島市長の発想の中からこ

の南ルートをつけましょうということになったは

ずであります。私も最初から空港委員会に携わっ

ておりますから、わかっております。けども、あ

の第１期工事を前平島市長さんがそういう発想を

もって議会に示された時点の経済状況と今日の経

済状況とは、随分と違いますね。違いますね。

運輸省にも何回か行きました。けれども、運輸

省の言い方としても、１本橋をかけるのに１，５０

０億要りますよと。それは運輸省や国だけの負担

ではできませんと、こういう言い方を最初からし

ておりました。だけども、それ以後何十年かかか

りまして今日に至っているわけでありますが、本

当に南ルートとというものが、今世紀 今世紀

というても知れてますけども、来世紀付近のあた
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りできるのかどうかという疑問を私は持ってるん

です。

果たして、そういう今の時代に、大阪府にして

も財政的に困っている。国にしても財政赤字、市

町村にしても泉南市にしても、既に土地開発公社

のお金にしても１３０億ほど借金をしているわけ

ですから、これはやっぱり大変な問題ですよ。だ

から、もうそろそろできるものとできないもの、

私はできるのやったらできて結構だと思うし、つ

くってもろたら結構だと思うんですが、お互いも

うきれいごとというんですか、幕の内弁当のよう

にたくさんのいろんなごちそうを入れてアピール

するのもいいですけれども、もうこういう時代は、

きちっと公共投資なら公共投資のあり方というも

のを根本的に精査をして、できるものとできんも

のの精査をしないと大変なことになるのではない

かなというように思います。

泉南市の力だけで、今申し上げましたようにや

るだけの財政力は、私は絶対ないと思います。し

たがって、この南ルートの問題については、研究

会をつくって勉強をすることも結構ですけれども、

問題は、日本の国が、関西空港を大阪府が必要と

してつけるわけでありますから、私は泉南市自身

も必要と思うんですが、まだやらなきゃならない

ことは、第１種空港は国の責任ですべてやるべき

です。

ところが、国は金がないということで第三セク

ター方式でやってるわけですけれども、問題は、

この連絡橋までに手を広げる、足を広げるという

のは、第１期工事の状況からして非常に困難にな

ってきましたよと。社会状況、財政状況、泉南市

の状況からしても、極めて私は困難ではないかな

と思うんですが、いやいや、そんなことはないと

いうことなら、もう一度、議事録にも載っており

ますけど、必ずつきますということを市長は約束

してます。南ルートはつきますというお答えが議

事録にもあるわけでありますが、私は非常に困難

になってきたのではないかなというような気がい

たしますので、改めて御答弁をいただきたいと思

います。

それと、住宅問題についてでありますが、これ

はもう午前中の松原議員もお尋ねをしておったよ



うでございますけれども、問題は、どのようにし

てこの問題を解決するかということが大事ではな

いかなというように思いますよ。別にどちらが勝

ったにしろ負けたにしろ、私はそうお互いが慰め

合って、喜び合って、励まし合ってというような

環境ではない。問題は、行政として市民の負託に

どうこたえるか。今日の住宅状況というものにど

う対応していくかということが大事ではないか。

もちろん、居住者はそれぞれの権利を主張するで

しょうし、行政は行政としての１つの方針を議論

していかなければならん問題があるわけでありま

すけれども、お互いに行政と市民の間ですから、

もっとできれば円満な解決ができるような方策が

あるのではないかと思いますが、簡潔な御答弁で

結構ですからお答えをいただきたい。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、岡田漁港の件で

ございますが、漁港の更新、また設備の改善につ

いては、平成９年度から企業局主体に取り組んで

おりまして、今後とも旧港についても存続をする

という方針でございますので、引き続いて大阪府、

また企業局なりに要望をしていって、できるだけ

旧港も利用できるような改善を図っていくという

方針でございますので、御理解をいただきたいと

思います。

それから、住宅の問題でございますけども、現

状の認識を踏まえまして、今現在では、別の場所

に住宅を建築するということは考えておりません

で、今ある公営住宅の敷地に新しく公営住宅を建

設するという方針で臨んでおりますので、裁判の

結果次第によっては可能ではないかというふうに

考えておるところでございます。

まだ始まったばかりでございますので、白黒は

別にして、入居者の方に納得のいける方法があれ

ば、泉南市も取り組んでいきたいと、検討もして

いきたいというふうに思っておるところでござい

ますが、今現在では、要するに白黒をつけるとい

う段階まではいっておりませんので、裁判の進捗

状況によって、また議会にも御相談をしなければ

ならないというふうに思っておるところでござい

ます。
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○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 島原議員の雇用問

題につきまして、パート労働者等に対する件も出

たわけでございますが、労働者の最低賃金につき

ましては日額５，５１４円にすると、８月３０日の

官報に公示されたところでございます。

また、パートタイマー、臨時雇いを含む労働者

には、９月３０日から適用されるということにな

ってございます。これらの最低賃金の改正内容等

につきましては、パンフレット等の配布、また広

報等により周知に徹底してまいりたい、このよう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 南ルートにつきましては、

以前は確かに大阪府では泉南市だけがそういう主

張をしておったと。そして和歌山県の一部、それ

と和歌山県側の市町の一部という構成でありまし

たが、平成８年１２月に大阪府の大阪湾臨海整備

計画の中に位置づけられまして、これは建設大臣

承認をとったということ。それから、昨年１１月

には９市４町で構成します関空協で一応共通の要

望事項となったということ。それから、大阪府は

その少し前から既に重点要望でしていただいてお

ります。それから、ことしまた阪南５市３町の町

会連絡協議会からの共通要望ということも出まし

て、大阪府南部の体制も整ったというふうに考え

ております。

その中で、関空会社、大阪府、そして泉南市で

技術的なこの研究会の設置ということも決まりま

して、今年度立ち上げをするという予定をいたし

ております。私といたしましては、着実に前進を

しているというふうに判断をいたしておりますの

で、さらに前進できるように全力を挙げたいとい

うふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。（島原正

嗣君「もう簡単で結構です」と呼ぶ）簡潔にお願

いします。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 再

度の御質問の中で１つ、要介護認定、こういった

形の場合に、もし不服がある場合はどうしたらい

いかという御質問であったと思います。



これにつきましては、法的には大阪府の方に設

置される介護保険審査会、こちらの方に対して不

服申し立てが出てくると、こういうことになって

おります。ただ、やはり市町村というのは一番の

窓口でございますので、我々も同一にこういった

不服につきましては皆さんの御相談を受けていき

たいと、このように考えております。

それと、あと介護保険制度の中身のＰＲの問題

だと思いますけども、これにつきましては、従来

から広報を中心に我々ＰＲを行ってます。特に今

回、要介護認定が始まりますので、９月号の広報

に要介護認定の申請受け付けが始まりますと、こ

ういった形でＰＲさしていただいております。ほ

かの制度の中身の問題につきましても、広報なり

あるいは説明会なりで市民の方々に説明申し上げ

たいと、このように考えております。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 以上で島原議員の質問を終

結いたします。

次に、１８番 上山 忠君の質問を許可いたし

ます。上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、新進市民連合

の上山と申します。よろしくお願いいたします。

議長のお許しを得ましたので、平成１１年第３回

泉南市議会定例会において、通告に従いまして、

大綱２点６項目にわたって質問をいたしてまいり

ます。

さて、我が泉南市を取り巻く環境は、一向に好

転しません。関西国際空港第２期工事も始まりま

したが、景気回復の風が我が市に向けて吹いてく

るのはいつのことでしょうか。行政はいかにして

市民のニーズをつかみ、最少の投資で最大の効果

を上げるため、知恵を出し、汗をかくことが今求

められているのではないでしょうか。それでは、

通告に従いまして質問をいたしてまいります。

大綱の１点目、財政問題についてお尋ねします。

議会開催のたびに聞いていますが、多分今回が

１１回目の質問になると思いますが、そのうち１

０回はこの行政問題で質問をいたしておるんです

けども、何ら一向に目に見える効果が上がってな

いと思います。

平成９年３月に、泉南市行財政改革実施計画案
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なるものが英知を集め市民に提案されました。指

標として、経常収支比率を１０ポイント改善する

ことを目標とする。実施期間として平成９年から

平成１１年度までの３カ年を基本とし、毎年度実

施計画を策定する。つまり、経常収支比率１０２

％を９２％にすることが至上命令ではなかったの

でしょうか。

平成９年１０３．５％、平成８年は１００．５で１．

５ポイント下がっておりますけども、平成１０年

は１０４．４ポイントと毎年上がっております。理

事者側として、この結果についてどのように感じ

られておりますか。つまり、やるべき対策が的確

に実行されてないのではないでしょうか。

支出の中でどうしても必要な義務的経費、つま

り人件費、扶助費、公債費が増加の傾向にありま

す。歳出総額に占める割合として、平成７年度４

５．７％、平成８年度４６．２％、平成９年度５６．４

％、平成１０年度５９％となっています。この結

果について、どのような判断をなされているのか、

お示しください。

来る２１世紀は、福祉の時代と市長は表明され

ています。来年の４月からは介護保険も始まりま

す。一般会計から約３億近いお金が介護保険に回

されると聞いています。また、公債費についても

増加の傾向にあります。公債費負担比率は１５％

を超えると警戒ラインとされていますが、平成９

年度には１６．２％、平成１０年度には１６．３％と

と超えております。財政の硬直化が顕著に出てい

ます。

人件費についても、当然のことながら増加して

います。経常収支比率を目標どおりにするために

は何をすべきか。市民サービスの低下は許されま

せん。投資的経費についても、必要不可欠のもの

に限られてくると思います。つまり、義務的経費

の中でどの項目が削られるのか。おのずから人件

費に限られてきます。泉南市の人件費は、経常経

費充当一般財源の約５０％を占めます。先般の新

聞報道では、泉南市も赤字に転落した、平成１０

年度決算でも１億２，８７６万４，９１５円の赤字に

なったと報告されています。

肥大化した人件費をどのようにされるのか。大

阪府は定期昇給の停止、愛知県は給与調整手当を



３．５％、ボーナスを８から１６％カット、また東

京都の石原知事は本給の４％、期末勤勉手当１０．

５％程度削減するとしています。議会も来年の改

選時には定数を３名減らしました。理事者として

机上の空論でなく、結果として数字にあらわれる

方策をどのようにしようとしているのか、お示し

ください。

次に、市税の徴収率についてお尋ねいたします。

府下ワーストワンの記録を更新中で、平成９年

度は８３．６％、平成１０年度には８２．４％と報告

されています。徴収率を上げるために臨戸徴収や

振り込みの依頼等、打てる対策はやられていると

思いますが、前年度比１ポイントも下がっている

のはなぜか。財政が危機的状況に陥っている今、

府下３２市平均９２％の徴収率にすることにより、

今よりも約１０億の市税が入ることになりますが、

税は市民の義務であり、税の滞納についてはどの

ような処置をされているのか。正直者が不利益に

なるようになってはなりません。向上策はどのよ

うに考えておられるのか、お示しください。

次に、経常収支比率府下ワーストファイブ、徴

収率ワーストワン、この結果について市長として

どのような所見をお持ちか、お示しください。

大綱の２点目、介護保険についてお尋ねします。

第２回定例議会でも質問しましたが、介護保険

制度がスムーズに立ち上がるためには、なぜ今必

要なのか。国民の６人に１人は６５歳以上という

現実の中で、介護保険に対する住民への理解を求

めるために、地元説明会の実施はどのレベルに対

して、だれが何回実施されたのか、お示しくださ

い。

次に、生活保護世帯には保護費に介護保険料が

オンされて支給されますが、１号被保険者で老齢

福祉年金をもらっておられる方については減額措

置制度が適用されますが、生活保護世帯に支払わ

れる保険料より高くなることが想定される場合は、

どのようにされるのか、お示しください。

また、介護保険制度は、利用者の選択により保

健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に

利用できる仕組みで、自宅で老人が自立できるよ

うに手助けするためにホームヘルパーが巡回して

サービスを提供するのですが、サービスに見合う
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だけのヘルパーは足りておるのかどうか、お示し

ください。

介護保険の特徴として、各市町村独自の給付サ

ービスができますが、本市においてはどのような

ことを考えられているのか、あればお示しくださ

い。

壇上での質問はこれで終わりますが、答弁の内

容次第では、自席より再質問をさしていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの上山議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私に対する質問にお答えを

したいと思います。

まず、経常収支比率でございますけども、上山

議員が今お示しされましたのは、平成９年度の順

位だというふうに思います。平成９年度はワース

トファイブということでした。平成１０年度につ

きましては、さらに悪化した市がほかに出てきま

して、泉南市は９位ということでございます。そ

れで、統計的に見ますと、確かに泉南市も０．９ポ

イント悪化しているわけなんですが、この１年間

で府内全域の平均の経常比率の上昇率というのが

２．９％上昇しているわけです。泉南市は０．９とい

うことで、２ポイントほど府平均の悪化よりもか

なり抑えられているということで、コツコツと過

去から早めにスタートしたその効果というのは、

若干あらわれてきてるというふうに思っておりま

す。

今後ともこの数値自体、減税が恒久減税になり

ました関係で、どうしても３ポイントほど上がっ

てしまうわけなんですけれども、それを差し引き

ますと泉南市の場合１０１．５％ぐらいと、こうい

うことでございます。いずれにいたしましても、

さらに改善するための努力を重ねてまいりたいと

いうふうに思っております。

それから、徴収率の問題でございますけども、

確かに悪いわけでございますけども、最近かなり

強力な滞納者に対する措置を行っております。そ

の中でかなり実効を上げている部分というのがご

ざいまして、改善の傾向が見られるというふうに

思っております。

また、この１０月から大阪府より１名税務職員



の経験者を配置していただきまして、合同でこの

徴収業務を実施するというふうにいたしておりま

して、担税能力のある滞納者については、強力に

徴税を実施してまいりたいというふうに考えてお

りまして、こちらの方の改善もあわせて行ってま

いりたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、本市もそうなんです

が、全体的に非常に厳しい財政事情というのがこ

こしばらく続くというふうに思っておりますので、

さらなる人件費の抑制、それから公共投資の見直

しも含めて考えていくつもりでございます。

○副議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） この９年から１１年ま

での行革に対する取り組みにつきましての御質問

でございます。大綱につきましては、市長が答弁

したところでございますが、確かにこの間、大綱

を発表いたしまして、財源確保に８項目、事務事

業の見直しに４項目、行政運営体制に５項目とい

うことで具体に目標を定めまして取り組んできた

ところでございますが、残念ながら経常収支比率

につきましては、結果を見なかったというのは事

実でございます。

個別に見ましても、歳入では滞納整理の取り組

みとか、歳出面では各種手当の削減、府派遣職員

の引き揚げ、また、職員の不補充等、具体に個別

に成果を上げてきているわけでございますが、策

定時、平成８年次でございますが、資料的には７

年度決算資料が最新であったということ、また、

この間その当時と比べましても、予想以上に景気

の大幅な落ち込み等がございまして、達成されな

かったということでございますが、先ほど市長も

申しましたように、一定の努力をした中でこうい

うような結果でございまして、仮にこれが達成さ

れなかったとしますと、一定試算で申しますと、

各９年度、１０年度におきましても収支比率につ

いては、それぞれ３ポイント程度上がっておった

んではないかと思っております。そういう中で、

評価されないかもわかりませんが、一定の努力は

した結果が若干出てきているのも事実ではないか

と思っております。

ただ、まだまだ危険な状況は変わりませんし、

特にこれから今後の経済状況、また本市におきま
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す各種経常経費の状況を見ますと、油断ができな

いわけでございまして、今後とも一層の努力をし

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○副議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 上山議員さんの御質

問のうち、人件費の抑制でございますけれども、

先ほど総務部長の方からもお答えをさしていただ

いておりますけれども、行財政改革を進める中で、

退職不補充、また府職員の引き揚げ等も行ってい

るわけでございます。

そのような中で、さらに何をすべきかというこ

とが大きな課題であるわけでございますけれども、

現実には、今まで取り組んだ状況では、先ほど申

しました２点ですね。退職不補充をここ３年間ほ

どやっております。それと府職員も徐々に引き揚

げてきております。それ以外に、超過勤務につい

ても縮減を図っておるところでございます。

それと、三役等についての給料の１０％減、ま

た管理職手当の１０％減等につきまして取り組ん

できておるところでございます。

それと、今年度、１１年度の人件費の抑制の取

り組みといたしまして、６月議会でも御答弁をさ

していただいたと思いますけれども、定期昇給の

１２カ月の延伸、それと特勤手当の見直し、旅費

につきましての大阪府域内の出張旅費の日当の廃

止等、今年度の課題として現在取り組んでおると

ころでございます。

今後とも、職員等の適正配置によりまして、職

員の適正化に努力した中で、このようなことも取

り組んで人件費の抑制に努めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしく御理解をお

願いしたいと思います。

○副議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私の方からは、財政

問題のうち、市税の徴収率の向上策についての考

え方ということで御答弁いたしたいと思います。

市税の徴収率の向上につきましては、常々御心

配をいただいているところでございますが、私ど

もといたしましても、日々あらゆる方策を検討し、

税収の確保に向け鋭意努力いたしておるところで

ございます。しかしながら、平成１１年度におけ



る滞納繰越分が２１億円を超え、調定総額の１７

％強を占める状況にあり、近隣市と比較いたしま

しても倍以上の数値となっておるわけでございま

す。このうち具体に申し上げますと、１００万円

以上が４３０件、１，０００万円以上が２３件とな

っております。

我々納税課といたしましては、高額納税者を初

め個人の滞納者の総当たりを実施いたしまして、

その状況を把握すべく、休日の臨戸徴収を２カ月

に１度、これは土曜、日曜でございますが、２日

程度実施する中で、納税相談に応じ、分納等の方

法を用いるよう納税意識の高揚を図っているとこ

ろでございます。

一方、企業関係の滞納も大変高額となっており、

バブル経済の崩壊後、企業の経営実態そのものが

いまだ不安定となっており、差し押さえ処分等い

たしましても、裁判所等における競売事件等の当

市への配当もないという状況が極めて多く、これ

らの欠損方法につきましても、検討をいたしてい

るところでございます。

一方、現年課税分につきましては、滞納繰越等

ならないよう口座振替等を促進するとともに、納

期終了後の早い段階で新しい滞納者を発生させな

いために、臨戸徴収を実施し、年度内納付を促し

てまいっているところでございます。

また、１００万円以上の高額滞納者につきまし

ては、去る９月１日、市税特別徴収チームを編成

いたしますとともに、先ほど市長が御答弁いたし

ましたとおり、１０月１日より大阪府の税務職員

と合同で徴収業務を実施いたしまして、担税力の

ある滞納者については、強力に徴税を実施してま

いりたいと考えているところでございます。

いずれにいたしましても、現況の課員での対応

にも力の限界がございますので、市税収納検討委

員会にお諮りいたしまして、全庁的な支援をいた

だく中で、市税の確保、徴収率のアップを図って

まいりたいと考えていますので、よろしく御理解

のほどをお願い申し上げます。

また、本年度の１０年度決算ですが、徴収率が

１．２％の減ということの要因でございますけれど

も、これも１０年度決算につきましては、現年課

税分で０．６９ポイント、また滞納繰越分では３．２
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０ポイント、いずれも９年度決算より増収があり

ましたけれども、しかし先ほど御答弁申し上げま

したとおり、１７％を超えるという滞納繰り越し

が分母を大きくいたしまして、少しの増収を図っ

ても総合的には徴収率が落ちるという苦しい状況

にあることでございますので、我々もより一層努

力いたしまして、徴収率の確保を図ってまいりた

いと、かように考えておりますので、よろしく御

理解のほどお願いいたします。

○副議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

れでは、上山議員御質問の介護保険について御答

弁申し上げます。

まず、介護保険制度の事務説明会等のＰＲに関

する御質問でございますが、介護保険制度が円滑

に導入されますように、昨年から市の広報紙等に

よりまして啓発を行ってまいりました。８月には

介護保険講演会を開催し、講演終了の後、制度の

説明、あるいは認定申請の手続の説明を行ってお

ります。自治会、また老人クラブなどから御要望

があった場合には、説明のために地区の方にもお

伺いしています。

また、１０月には公民館等で説明会を開催する

予定でございます。また、そのほか市の行事であ

りますとか、そういった住民が参加される事業に

つきましても、担当者が出席し、説明などを実施

しまして周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

昨日、実はあいぴあ泉南の方で、健康づくりフ

ェアというのを開催しました。そのときにもこの

介護保険の相談コーナー等をつくりまして、そこ

で一般市民の方々の相談を受けてるということも

１つの例として挙げさしていただきます。

その次に、生活保護世帯と老齢福祉年金受給者

との保険料の整合性でございますけれども、この

議員御質問の介護保険料につきましては、御存じ

のように所得の状況によりまして５段階に分ける

という考え方が、介護保険法の施行令第３８条に

より示されております。

この施行令が出されるに当たり、医療保険福祉

審議会において、保護費の支給水準を下回る世帯

が現実には多数あるため、標準的生活費を得てい



る生活保護所帯を第１段階とすることは適当では

ないというような意見に対し、生活保護受給者に

ついては、資産の状況等についての調査を経て、

最低生活水準を下回るものと判定を受けているも

のであることから、最も配慮が必要な立場にある

ものと考えられると。そして、保護の要否判定に

与える影響や保護の原理との整合性などから第１

段階に位置づけ、一番低い保険料額とすることが

適当と、このような議論が出されました。

そして、そういった議論を踏まえまして、政令

が成立したという経過がございます。この介護保

険の導入に当たり新たな負担がふえる中、老齢福

祉年金のみが収入の世帯につきましては、確かに

非常に生活が苦しいと推察されることもございま

す。こういったところも考慮しまして、今後減免

等、こういったところの検討がなされていくもの

と考えております。国の方にしましても、例えば

保険料を凍結しよう、あるいは保険料を２分の１

にすると、そういった議論がなされている、この

辺で今後検討されていくんではないかと、このよ

うに考えております。

続きまして、ホームヘルプサービスでのホーム

ヘルパーは足りているのかという御質問でござい

ました。

このホームヘルプサービスにつきましては、来

年の４月から、そのサービス提供が始まるわけで

ございます。市といたしましても、提供量の把握

が必要であるというところで、この６月から７月

にかけまして、岸和田以南のサービス事業者に対

して泉南市におけるサービス量の調査を実施いた

しました。その結果、訪問介護での必要量が１週

間当たり試算で１，４８９回に対しまして、供給意

向１週間当たり２，９３２回、市内の事業者のみの

供給意向１週間当たり１，３８０回というところで、

大体９３％といった充足率となっております。で

すから、ほぼこのホームヘルプサービスにつきま

しては充足できるものではないかと、このように

見込んでおります。

続きまして、市独自の介護サービスの給付につ

いてでございます。

この問題につきましては、もし独自の市のサー

ビスを実施した場合、これはどういった形で行う
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かというのが問題になりまして、それが保険料で

負担していただくのか、あるいは税で負担するの

か、そういった形の問題もあります。また、もし

それを介護保険料の方で市独自の事業を実施しま

すとなりますと、今試算している以上の介護保険

料の負担という問題が出てまいります。実際その

問題が出てまいりまして、負担がそれ以上にふえ

てくるということもあります。

また、別に独自でサービスをする場合、これは

税負担で行うという場合でございますけれども、

この場合につきましても、本市の財政状況等も勘

案いたしますと難しいものがあるのではないかな

と、このように感じております。そのため、現在

介護保険の事業計画というのを策定委員会の方で

お願いしておりますけれども、こういった事業計

画、あるいはその次にまいります老人保健福祉計

画、こういった見直しの中で、この市独自の給付

サービスにつきましても慎重な検討を行ってまい

りたいと、このように考えております。

以上でございます。

○副議長（奥和田好吉君） 答弁漏れありませんか。

上山君。

○１８番（上山 忠君） 一通りの御答弁いただき

ましたので、順番に従いまして再質問をさしてい

ただきます。

まず、財政改革ですけども、市長の答弁、それ

から各担当部長の答弁があったわけですけども、

努力はしていると、一定の努力はやってますけど

も、結果的に数字が上がってますということは、

本当にやるべきことをやったのか、自然の状態で

やむを得ず上がってきてるのか、そういうとこを

よく見てみますと、この立てた財政再建プログラ

ムですか、それについてはやはり的を得てないん

じゃないかと。

やはり答弁等でいろんなことを聞くんですけど

も、一般企業でいきますと、結果の数字が上がら

なければやったことにはならないという、最近特

にそういう感じで、数字でもって結果をあらわし

なさいということになってるわけですから、そう

いう点から見たら、まだまだこれは９２％にする

という目標値に対して、結果的に１０３．５、１０

４．４というふうな数字になってること自体が何も



してないんじゃないかというふうにとられても、

私はやむを得ないんじゃないかと思っております。

いろんな施策、定期昇給も１年間凍結しますよ

と、各種手当も見直しますよということで、この

間からずうっとそういう答弁を聞いてるわけです

けども、しからば具体的にいつからどのようにし

てやるのか、そのプロセスが全然見えてこないわ

けなんですわね。その辺のところをもう少しはっ

きりしたことでお願いしたいと思います。

それと、収税率の向上ですけども、今答弁を聞

いてびっくりしたんですけども、１００万円以上

が４３０件、１，０００万円以上が２３件と、税の

公平さからいうと、いかにもこれは不均衡じゃな

いかと思います。一般サラリーマンなどは、特別

徴収ということで天引きされてるわけですけども、

一般徴収の中でこれだけの滞納があるということ

自体が、市民に対してどういうことをやっとるん

かというふうな苦情が来てもどうしようもないと

思うんですけども、この中にあるんですけど、臨

戸徴収をやってると。それと、個人徴収も一生懸

命夜討ち朝駆けみたいな形でやっとるよといった

中で、こういう数が滞納となっていると。

市民の中には、５年間辛抱したら６年目にはチ

ャラになるんやでと、そういうふうな風潮も出て

きております。そういうことがないような形で、

やはり税金は、先ほど壇上で申しましたように国

民、市民の義務ですから、義務を果たす者と果た

さない者がいるということについては、理事者が

行政としてはやっぱり考えていってもらわんとあ

かんのと違うかなと思います。

それと、介護保険ですけども、いろんなＰＲを

してるというふうなことを今答弁されたんですけ

ども、やはり地域での対象者に対する説明という

のが、１０月からやっていくというふうな答弁で

したけども、やはり地域におられる方がいろんな

形でＰＲ、広報等を通じ、いろんな講演会を通じ

ＰＲしてると答弁されたんですけども、関心のあ

る人はそういう場へ出向いて、どういう制度かと

いうのをちゃんと勉強されてると思うんですけど

も、そういうとこに余り関心を持っておられない

方への説明をどうされるのか。

それが１０月から行うあれに当たると思うんで

－４３－

すけども、それについても、もう実際に介護認定

は１０月１日から始まります。それに対してそう

いう対象者、特に２号被保険者、お金だけ払うて

という形の方になるんで、その辺のこの制度自体

のＰＲをいかにやるかがやっぱりこの介護保険の

成功につながってくると思います。もうほかの市

町村、他市なんかでは７月、８月ぐらいからこの

地域説明会というのはやっておられる。そういう

ことから見ますと、泉南市でのこの地域説明会と

いうのは、ちょっと遅いんじゃないかと思うんで

すが、その辺についてお伺いいたします。

それと、この保険料の件ですけども、つい先日

の新聞報道でいきますと、泉南市は３，１９４円と

いう形で保険料が上がってるわけですけども、対

象要介護者が１，１１６人で１２．４％を占めてると

いうふうなことの新聞報道がされてるわけですけ

ども、この保険料を払う特に１号被保険者の方で

低所得者の方の保険料、先ほど申しましたように、

それと生活保護世帯者の方の保険料は、税金でも

ってその中にオンされますと。

それと、ほかの年金をもらってる方は自分でそ

れを支払わなければならないと、そういう形にな

ってくるわけだと理解しとるわけですけども、そ

の辺のところで、本当に困っておられる方が生活

保護を受けておられるのか、その辺のとこまで踏

み込んで、本当に必要な方に必要な保護費がいく

ような形でもやっていかなければ、今後どんどん

膨らんでいき、また低所得者の方々について整合

性で不満が出てくるんじゃないかと思いますんで、

その辺のとこをよろしくお願いします。

それから、ホームヘルパーの件ですけども、充

足率が９３％ということで、まあまあ何とかいけ

るやろうということですけども、サービスの質に

よってかなり時間等も変わってくると思うんで、

その辺のとこをなるべく常に１００％を目指した

形のヘルパーの確保というのをお願いしたいと思

います。

それと、市独自の給付サービスについては、い

ろんな面で多分できんやろうということで、ただ

いま答弁があったわけですけども、やはり保険に

見合ったサービスを受けるということで、泉南市

についても、ある程度法律で決まった以外のサー



ビスでやるべきじゃないかと思うんですけども、

この辺のところで上乗せサービス、横出しサービ

ス、その辺について、それとグループホーム、こ

ういう考え方はないのかどうか、お聞きしたいと

思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 結果がすべてであると

いう点で、具体に数字を見れば何もやってないん

じゃないかということで、民間に比べてすごく甘

いというおしかりのお言葉でございます。結果か

ら見れば確かに達成されなかったということで二

の句もないわけでございますが、やはりこの間、

その当時と比べましていろんな面での状況の変化

というのも確かにあったわけでございます。先ほ

ど市長も申しましたように、１つ減税補てん債と

いうことも加味しますと、数％の達成になるわけ

でございますし、そういう中でも、やはり我々と

いたしましては、具体により成果を上げるべく頑

張っていくということは、もちろん変わりはない

わけでございまして、その中で最初の大綱にも目

標とございました財政中期計画、これを今回６月

にお示ししているところでございます。

今までいろいろと財政論議もあったわけでござ

いますが、中身についてはいろいろと不備もござ

いますが、こういうような財政の計画を立てるこ

と自体が今までなかったという中で、やはり今後

いろいろと経済状況の不透明な中で、毎年これを

ローリングしていくということの中で、より具体

の達成に向けて努力してまいりたいと思っておる

ところでございます。いろいろと論議はあるかと

思うんですけども、今具体の各課題を設けまして、

それに向けての再点検等やる中で、具体の目標に

向けて努力しているところでございますので、そ

の点の御理解をお願いしたいと思っております。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 上

山議員の再度の御質問にお答え申し上げます。

まず、地元での介護保険制度の説明会でござい

ますけれども、９月から１０月にかけまして、こ

れから実は地元の方の説明会を市として予定して

おります。そのほかに、今まで地元の方から、例

－４４－

えば説明会というんですか、開催してほしいとい

う御相談がありました場合には、従来地元の方に

出向いて行きまして、そして説明会を実施したと

いう経過もございます。今までに例えば５月とか、

あるいは７月、８月、こういった期間にある種の

団体から制度の説明をしてほしいということで説

明会を行っております。

ただ、これはあくまでも団体の方からしてほし

いという形で依頼を受けたものでございます。で

すから、この１０月からにつきましては、市の方

で自主的にまた今後やっていこうと、こういうこ

とを思っておりますので、御理解のほどお願いし

たいと思います。

それと、関心を持っておられる方については、

説明会等についても来られるということ。そして、

関心を持っておられない方については、どういっ

た形のＰＲをしていくのかということでございま

した。これにつきましては、我々としましては一

番市としてＰＲする方法としましては、やはり広

報を通じて一番みんなの方々に我々のやっている

ことを御説明できると、そして読んでいただける

ということもありますので、我々としましては、

一番のやり方というんですか、それについては、

我々は広報でこのＰＲをしていきたいと、このよ

うに思っております。

それと続きまして、市の介護保険制度に乗らな

い独自の法以外のサービスの提供についてでござ

いますけれども、これにつきましては、先ほど申

し上げましたように、この制度を実施する場合に

は、保険料あるいは税で負担するのかと、そうい

ったところの問題もありますので、これにつきま

しては、これから我々はまだ考えていかなければ

ならないところだと思っております。

そして、当然もし法以外でやるという場合にな

りましたら、これは実際に介護保険制度以外に現

在実施している制度もございます。こういったも

のにつきましては、当然別の福祉制度という形で

継続していくということもあります。

そして、また横出しあるいは上乗せというとこ

ろで、例えば配食サービスでありますとか、ある

いはほかにちょっと今頭に出てきませんけども、

そういった制度につきましては、要するに市の単



独の事業でやっていくというような方法もありま

すので、その辺は、今度は老人保健福祉計画です

か、全体の老人福祉という中でこの事業について

は考えていきたいと、このように考えております。

それと、グループホームの件でございました。

これ、ちょっと私もまだこの辺については理解し

てないとこがあるんですけども、たしか痴呆性の

御老人の方、これらにつきましては、グループホ

ームについては介護保険制度に乗ってるんじゃな

いかなと、こういうふうに思います。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） もう長々と言っても仕方

ないと思うんですけども、この中期的財政展望案

というものの説明を受けたわけですけども、この

中身を見ますと悲惨なもので、この泉南市の財政

は破綻しますよということがるると数字をもって

説明されてるわけですけども、特に平成１４年度

には約１７億円と膨大な財源不足を生じることが

見込まれます、ということを述べられております。

それに対するとるべき対策、緊急対策等がなさ

れているわけですけども、これは本当にやり切る、

やり切ってもらわんと赤字がふえて、最終的には

先ほど申しましたような１７億に達する赤字にな

ると。当然、基金も底をついてゼロになると。そ

れに対して職員の退職金の基金はゼロやと。これ

から退職者がふえてくる中で、退職金引き当ての

基金がないということは、その年度、年度ごとに

一般財源から持っていくのか、特別の基金か何か

をつくってまたやるのか、今後問題点がかなりあ

ります。

そういう中で、ローリング方式でやっていくと

いうことをここに述べられておるわけですけども、

そうしたら平成９年から始めたやつについては、

こういうローリング方式というのは採用されてな

かったのか。その辺いろんなことが書いてあるん

ですけども、要はこういう数字が予測されますよ

ということに対して、何が何でもやる気持ちがな

ければ、この数字は達成されないと思うんですわ。

その証拠として、この３カ年の数字を見ても、

目標として上げてるやつに対して、はるかに富士

山よりも高いぐらいまでのとこの数字しか上がっ
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てないわけですから、本当にやり切るというこの

気持ち、市長を初め皆が危機感があるよと、平成

１４年のこんな数字になるよということが予測さ

れるんであれば、それに対してどうやってやった

ら本当に実際効果が出てくるんかというとこまで

突っ込んだような形でやっていただかんと、今後

この数字だけ見ておると、市民サービスについて

も当然制限を受けてくるよと、受益者負担でいろ

んな負担増になってくるよという形になってまい

りますんで、市民に納得いくような形でのやっぱ

り対策をやっていただきたいと思うんです。

それと、介護保険ですけども、いろいろ実際政

府の方としても、ほとんどまだ決まってないとい

うのが実情だと思います。そういう中で、それぞ

れ小出しにしながら、ああやこうやということで

やっとるんですけども、本当に介護が必要な人に

必要な介護が当たるような形でやってもらわんと、

やっぱり当初から言われるように、保険あって介

護なしというふうな形にならんように、その制度

のＰＲ等にはくどいぐらいまでやっていただきた

いと思います。

それと、先ほど言いましたグループホームにつ

いても、やはりいろんなやり方等があろうかと思

うんですけども、その辺についてもやはりいろん

な研究をした中で、本当に軽度の痴呆者が集まっ

て、ボランティアの方のお世話を受けながら伸ば

していくというふうな形の施設になると思うんで、

その辺のところもいろんな研究をしながら頑張っ

ていただきたいと思います。

財政の方については、義務的経費がもう一般財

源の普通会計の中で５９％、６割を占めとるとい

うことは、ほとんどほかに、市民サービスに支障

を来してくるような数字に近づいて来てると思う

んで、その辺のところも、やります、やりますだ

けじゃなしに、実際効果が上がるようなやり方を

やってもらいたいと。

それと、徴収率の関係ですけども、先ほど御答

弁はなかったんですけども、市民の中での５年間

辛抱すりゃええんやと、そういうふうな風潮に対

してはやはり断固たる態度をとってやってもらい

たいと思いますので、その辺よろしくお願いしま

す。



○議長（薮野 勤君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 先ほど答弁を求めら

れてまして答弁いたしませんでしたので、税の不

公平感ということで御質問いただいておりました。

私どもといたしましては、税というのは担税力

があるかないか、これが公平性を保つ１つの基準

だと思っております。そういった中で、私どもは

不納欠損というのも決算ではいつも出してるわけ

ですけども、これにつきましては、なかなか私と

いたしましても勇気と決断が要るわけでございま

す。

この不納欠損と申しますのは、１つは市の減収

につながる原因でございます。そして、またもう

１つは、先ほどから御質問いただいておる税の不

公平感というものがあります。そういったもので、

不納欠損で落とすには慎重審議、公平を逸しない

ように、私どもの方はいわゆる滞納者の財産の調

査というものを慎重にやるわけです。不動産があ

れば不動産の調査もいたします。また、１つは電

話を抑えるとか、また１つは定期預金とか、そう

いう担税力があるかないかということをよく調査

いたします。

そうした中で、これは財力がないと、また生活

というものが税をいただくことにより困窮すると、

また住所がわからないと、そういった方について

の不納欠損を行います。決して５年間放置して税

を落としていくというようなことは、これはあっ

てはいけないことでありますし、私どもの方とい

たしましても、そういうことの起こらないように、

そういう滞納者に対しての税を払っていただけな

い１つの根拠というものを十分精査してやらして

いただきたいと思いますし、またやっておるつも

りでおりますので、ひとつ御了解願いたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今回の中期計画につき

ましては、各歳入歳出につきましては、各項目と

も一定の推計、前提の上に成り立ってるものでご

ざいまして、これは毎年ローリングをやる中でよ

り精度の高いものにしておくということに努めて

まいりたいと思っております。

それと、緊急対応策として、議員御指摘のよう
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に歳入確保と歳出の抑制ということで、各数項目

挙げているわけでございます。当然、これを実施

していかない限り、本市の財政は危険な状態にな

るわけでございますので、これの各項目につきま

しては、常時それの達成に向けまして、我々とい

たしましては、行革推進本部会議を中心にいたし

まして取り組んで達成に努めてまいりたいと思っ

ておるところでございます。

○議長（薮野 勤君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 介護保険はこの後いろん

な人が聞かれるんで、もう介護保険については結

構でございます。財政については、やり切ること

をお願いして終わります。

○議長（薮野 勤君） 以上で上山議員の質問を終

結いたします。

午後３時４０分まで休憩いたします。

午後３時 ９分 休憩

午後３時４２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、２１番 北出寧啓君の質問を許可いたし

ます。北出君。

○２１番（北出寧啓君） 議長の御指名をいただき、

一般質問に入らせていただきたいと思います。お

疲れのこととは存じますが、最後の１時間を集中

していただきますようによろしくお願いいたしま

す。

まず第１点、財政構造改革について。

バブル経済の崩壊後、１０年近くが経過しまし

た。本議会で私が市役所の抜本的な構造改革を訴

えたのが９３年、財政改革案を提起したのが９４

年です。当時、私の論考を読んだ記者がいみじく

も指摘してくれたように、それから一、二年後、

地方自治体の財政危機は、燎原の火のごとく全国

に広がりました。

その後、当局は財政再建策をまとめました。し

かし、本市の危機的状況はますます深刻になって

います。一体何が行財政改革を妨げているのでし

ょうか。一般会計を圧迫する最大の要因は、言う

までもなく義務的経費であり、公債費、人件費、

扶助費がそれぞれに大きな要因となっています。

不況脱出の名目で乱発する赤字国債、建設国債が



地方自治体では補助金となり、不可避的に自治体

は市債を発行し、公債費に苦しんでいるのです。

さて、大阪府は財政再建策として公共事業等の

見直しをしています。公立高校もことしから３校

が新入生を採りません。しかし、本市の財政再建

にかかわって、公共事業はどのような見直しが行

われているのでしょう。現在、本市の大型公共事

業として、花卉団地に隣接する農業公園、砂川駅

前開発、砂川樫井線、基幹農道等が挙げられます。

花卉団地は地価の低落のため、当初の業者の移入

計画は変更を余儀なくされています。その上に、

今後利益や効果が余り見込めない農業公園に、こ

れまでの７億円に加え、今後公社から用地購入費

を含め１３億円もの投資を続けることに、一体ど

のような意義があるのかを問いただしたいと思い

ます。

当初の利用者は、１０万人という途方もなく現

実から乖離した人数を想定していましたが、現在

も同じ数値で計画は推移しているのでしょうか。

とりわけその利用者について、一体どのような人

を対象にしているのでしょうか。現在、地域の道

路改良費などに各区に数百万円しか支出していな

い現状で、バブル時代の計画をほとんど変更もな

く継続事業に付すことは、市民を冒涜するもので

はないかと思います。ちなみに、農業公園の事業

目的は、花卉農業の振興と緑地の保全、活用を図

るとともに、市民にレクリエーションの場を提供

するとなっています。また、かつて鳴り物入りで

進められた市民の里は、一体どうなっているので

しょう。

さて、当初の砂川駅前開発については、当初の

計画がバブル経済の崩壊で破綻しました。本市で

はＪＲ熊取駅やＪＲ日根野駅のような駅前開発が

なく、市の玄関は必要だとの認識に立って、一定

の変更を加えた駅前開発は、砂川樫井線とともに

継続しなければならないと思います。

しかし、問題は先行きを安易に展望した公共用

地のずさんな先行取得によって発生した不用地の

存在です。その総額は、買収総額約２３億円のう

ち１５億円にも及んでいます。全くむだなこの不

用地の買収はどのようにして行われたのか、まず、

その経緯を説明していただきたい。
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次に、この不用地は、かつてのむだな用地買収

のように、放置しておけば買収価格の３倍にも４

倍にもなります。一体この土地をどうするのでし

ょうか。いたずらに保有するのか、あるいは買収

価格の４分の１程度の売価で処分するのか、考え

をお示し願います。また、このような買収工作の

責任をだれがとるのかもお示し願います。しょせ

んだれも政治責任、行政責任をとることなく、負

債は一切市民の税負担で賄われるのです。

また、砂川樫井線は積年の懸案事項であり、よ

うやく某社との保有土地の買収が成立しつつある

現在、買収が不可欠だとは思いますが、この結果、

市の公債費負担はどのように増加するのか、お答

え願いたい。

そして、オオタカのひなの成長が確認された基

幹農道について、再考を促したいと思います。建

設省と農林省が都市部と山間部でそれぞれのテリ

トリーを競う、投資効率からいって全くむだな大

型農道が、近畿圏の保全区域の整備に関する法律

によってほぼ開発が禁止されている地域になぜ必

要なのでしょうか。農業の振興のために制定され

た都市計画法と生産緑地法も、売却に転じられた

農業用地が１件も市によって取得されず、１００

％が宅地開発等に転用され、農業はじり貧の状態

になっています。そうした中で、山間部に４７億

円も投じる基幹農道の整備がなぜ必要なのでしょ

うか。

また、財政危機から地域の道路改良費もろくに

出せない現状で、このことが一体許されるのでし

ょうか。これも６万市民に対する冒涜です。確か

に、４７億円のうち４０億円は国の補助金です。

しかし、残りの７億円は５．６％という高金利とと

もに、公債費をさらに増加させます。補助金さえ

つけば何でもするという能天気な考えは、当然財

政危機の中で修正されてしかるべきです。

さて、人件費について、本市の人件費が突出し

ている最大の原因は、本庁外の職員数、つまり他

市ではほとんど民営化されている清掃業務に従事

する職員と、幼稚園、保育所、小学校の職員の数

です。全国平均値が４０％である人件費が本市で

は５０％を超えている現在、時代に応じた変更は

不可欠でしょう。清掃業務については、現行制度



は変更できないにせよ、今後は民営化に漸次移行

しなくてはなりません。

一方、同じ地域に小学校や保育所が２カ所あっ

たり、すでに校区が過疎化していたり、これらの

統廃合を図らなければ本市の人件費の突出は抑え

られず、また少ない教育費も人件費に食われて修

繕費等は激減するばかりです。

さて、統廃合問題を提起してから数年がたちま

す。その後の取り組みの現状を報告していただき

たい。もはや検討中ですでは通りません。

そして、扶助費については、生活保護費の実態

を報告していただきたい。その性質上、長期にわ

たる保護費は異常であると考えます。５年単位で

その割合をお示し願います。

次に、教育問題について。

学校崩壊と再生について、その理論的枠組みは

本議会で再三議論させていただきましたので、今

回は一定の方針や施策が出されるとき、それは教

育委員会であったり学校長であったりするわけで

すが、その施策が実現していく決定プロセス及び

実施後の実践責任は一体だれが負うのか、その点

を明らかにしていきたいと思います。

まず、教育委員会と学校の権限について少し触

れておきます。最も大切なカリキュラムについて

は、教委は教委としての目標と学期、休業日の決

定、学校はその教育目標、年間指導計画の策定な

どです。教科書の採択は教委、補助教材は学校、

人事に関しては採用、異動、懲戒などは教委、そ

の意見具申、校内人事、勤務評定の実施などは学

校となっています。施設、設備は、建築、改良は

教委、管理は学校です。その他予算については、

当該地方自治体の長が編成し、議会の議決を経て

成立します。

また、教育長は教育委員会が任命し、教育長は

教育委員会の指揮監督のもとでその権限を行使す

るわけですが、その権限は多岐にわたります。指

導主事は事務局に置かれ、学校の教育課程、学習

指導など、学校の教職員に指導助言することが基

本的な職務です。

さて、幾つかの事例を提示することで、具体的

な実践責任について考えてみたいと思います。教

委や学校長はどのような協議を経て年度目標を設
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定するのか、また目標を設定されたとき、それは

どのようなプロセスを経て実施されるのか、ある

いはその結果について教委や学校長がどのような

責任を負うのか、お答え願います。また、現場の

教員の実践責任が発生するのか、そうしたことも

お示し願いたい。

２年前に出された２１世紀に向けた地方教育行

政のあり方に関する調査研究協力者会議を見ると、

学校の地域教育機関として保護者や地域に対して、

学校経営上の責任の所在を明確にすることの検討

が必要ではないか、と指摘されています。そして、

子供の実態に応じて創意工夫を凝らした学校づく

りに取り組むこと、そして教委は学校の自主的な

取り組みを支援する観点から検討が必要だと指摘

されています。

雑駁に言うと、教育にかかわる権限の多くを教

委は学校に委譲することで、学校の自主性、自律

性を高める、その上で学校の保護者や地域に対す

る責任を明確にするという形が明らかになってき

ていますが、その場合、教委の役割とは一体どの

ようなものになるのかの答弁もお願いいたします。

さて、学校の管理運営権、また本年７月の市条

例の改正後、職員会議の統括権は校長であると明

示されています。その場合、校長と教員との学校、

生徒に関する実践責任は果たしてどうなるのか、

お示し願いたい。職員会議での議論は、当然説得

と納得によって進められるにせよ、統括権や決定

権は校長にゆだねられているわけです。当然、学

内で発生する事件に関して、その責任は校長に帰

属します。では、教員の実践責任は全く問われな

いのでしょうか。

ある学級の状況を設定しましょう。授業を受け

持つ教員が授業準備をすることもなく、また個々

の生徒に対しても何らの注意を払うことなく、機

械的に授業を進める。授業が騒然となり、学習意

欲を持った生徒が満足に授業を受けられない事態

が発生する。その場合、その教員の実践責任は問

われないのでしょうか。

かつてからこうした実践責任は、全く問われて

こなかったと思います。保護者が苦情を言う、し

かし事態は一向に改善されない、これが常態では

なかったでしょうか。かつて学級王国と言われた



ように、先生は王様であり、だれからも批判を受

けることがありません。しかも、この王様である

先生が学校というシステムの中で、その主体であ

る生徒と直接結ばれているのです。

そのような観点から考えると、生徒は全く無権

利状態に置かれていると言っても差し支えありま

せん。もとより、生徒には授業を選択したり拒否

したりする権利はありません。このように先生は

揺れ動く疾風怒濤時代に突入している中学生とい

うガラスのような存在に向かい合っているのに、

実践責任は直接には問われることはありません。

もとより校長は教壇に立つことはありませんから、

その実践責任を負うことは、直接的にはあり得ま

せん。

また、全く反対のケース、つまり一生懸命授業

に臨もうとする先生が生徒に翻弄され、暴力まで

振るわれるとする。さて、先生の権利はどう守ら

れているのでしょう。つまり、それを保障する制

度はどのようにあるべきなのでしょうか。それぞ

れのケースにおいて、管理職や教員がそれぞれに

実践責任を問える制度、そしてその限界はどのよ

うなものになるのでしょうか、お答え願います。

さて、中学校ＰＴＡ会長としての私のささやか

な理論的、実践的帰結として、管理職、教員、保

護者、地域自治の代表者などで構成された一定の

権限を有する学校評議会制度を設けてはどうかと

いうことを提起したい。それは私たちＰＴＡが取

り組んでいる学校、家庭、地域から学校再建への

制度的確立でもあります。小学校で学級崩壊を耳

にするにつけ、単なる学校だけでは、現代という

時代からすると生徒の教育は困難過ぎるというこ

とからも、ぜひ学校評議会の緊急の制度化を求め

たいと思います。

次に、総合教育について。

鳴り物入りの総合教育ですが、その準備作業並

びに人的体制についてお聞きしたい。

例えば、学校ビオトープなどの取り組みについ

ても、教員はほとんど関心がないように思えます。

例えば、そんな問題を考えるにしても、来るべき

総合教育がまたかけ声倒れになり、総合化するだ

け専門性が希薄になるのではないかともおそれま

す。とりわけ理科の先生は、１８世紀型の分類学
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から生物多様性という種別かつ包括的な生態シス

テムに対する認識を持たなければならないにとど

まらず、文明史的、生態史的把握も要求されるわ

けです。

さらに言えば、よく取り上げられる生きる力は、

逆説的に言えば、現在の学校カリキュラムが現代

の生徒にほとんど効果を上げられず、全く魅力の

ないものになってしまっているということを示し

ているのです。であるならば、生きる力と総合教

育の内的相関性を看取し、現行の教科にかかわっ

て教委及び現場の教員が現行の教科のあり方の根

本的な見直しを始めなければならないはずです。

その点についてもお答えください。

次に、環境保全について。

さて、嫌な思いを残しただけのオオタカ問題で

したが、私たち環境保全団体は、不愉快な教訓も

生の糧としつつ、この地に生を受けた者として、

生涯をかけて環境の保全と復元に身を挺したいと

考えています。

さて、今回の問題は、オオタカ調査委員会にし

ても、生態系調査にしても、当初の市民参加型の

展望は全く放棄されているということです。なる

ほど各種の環境保全団体は、ＮＧＯやＮＰＯとい

った組織ではなく、いわば純然たる民間団体であ

り、公的に予算を計上することが難しいといった

問題があるにせよ、結果として長年にわたって市

域の環境保全に努めてきた専門家を無視した形の

調査委員会やそれに対する委託は、市民参加を旨

とする市の原則に反するのではないでしょうか。

市の考え方を問います。

次に、野鳥園について。

ようやく野鳥園がりんくうタウン開発のラスト

ランナーとして動き始めました。市と府による協

議会が発足するということは、待ちくたびれた感

があるものの、ビオトープによる野鳥園を提案さ

せてもらった当事者としてうれしく思います。

差し当たっては、湾岸ビオトープの基本的な考え

方を示し、担当官による判断を求めたいと思いま

す。私たちは今後海岸ビオトープを復元するわけ

ですが、ビオトープはそもそも野生生物の生息す

る空間であり、ギリシャ語源で生命の居場所をあ

らわし、ここでは失われた海岸自然及び湿地帯を



復元することを意味します。それは鳥類にとどま

らず、魚介類、昆虫、落葉・広葉樹など生物種の

多様性にあふれたものでなければなりません。

かつてここは魚たちの産卵の場であり、海と湿

地帯が交錯する豊穣な海岸線でした。私の子供時

代は、それこそカニ、とりわけハクセンシオマネ

キと戯れたものです。今も目を凝らすと、ボラの

稚魚やイトウナギが男里川をさかのぼっていきま

す。象徴的生物としては、東瀬戸内型メダカやウ

シガエル、できればホタルなども繁殖させたいと

考えています。

また、この海岸ビオトープは、もとより孤立し

たものではなく、男神社や天神の森、男里川公園、

干潟などをコリドーでつなげようとするものです。

また、作園の段階では、小・中・園の先生や生徒

の参加を募り、２１世紀初めの総合教育にも寄与

できればさらにいいと考えます。豊かな山々と残

された干潟、海岸線を有する本市の海岸部での大

事業の１つとして、行政当局には先進的に取り組

んでもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

次に、ダイオキシン等の化学物質について。

環境ホルモンについては、国の今後の研究に待

つとしても、複合的汚染の原因は、蓋然性におい

て対策を講じなければなりません。３年ほどかつ

てのすさまじい野焼きの結果としての人体汚染の

程度を検査するように求めていますが、いまだそ

れが始まろうとする予感すらありません。

そうこうするうちに、野焼き現場周辺の住宅街

の住民に肺がんや悪性腫瘍、白血病などが頻発し

ています。これでも市当局は何の対応も示さない

のでしょうか。ダイオキシン問題は、直接的には

エイズ問題と同じように、８３年にその実態を知

りながら１００ピコ等という法外な数値を設定し

た厚生省の悪魔性の結果以外の何物でもありませ

ん。で、市当局は間接的にその間違いを続けるお

つもりでしょうか。

また、清掃工場の三十数億円を投下するバグフ

ィルター設置を中心とした改良工事も、ダイオキ

シン量は結果として５ピコから０．５ピコに１けた

下がるにすぎず、我々が昨今研修してきた室蘭市

を中心とした８市町村の新炉計画は、すでに０．０

０２４ピコがその基準値となっています。答弁を

－５０－

求めます。今、地域住民は、少しずつこうした現

状に対して関心を示し始めています。

最後に、市の外交政策について。

９月の上旬、アジアの都市学者が集まってアジ

アの経済危機の都市ごとの政治経済分析を行い、

最終日には９月１１日付の朝日新聞に掲載された

ように、「都市は国を越えられるか」をメーンテ

ーマとしたシンポジウムが開催されました。私も

通訳としてその会議に参加してきましたが、今不

況にあえぐ韓国、日本、中国が黄海を中心に黄海

経済圏をつくろうというものでした。最大円には

北京とともに大阪も入っており、私としては、地

場産業の衰退の中であえて新規産業の誘致を伴う

生産と消費の経済交流を目指すべきではないかと

考えます。今後を展望した形で、市の考えをお示

し願いたいと思います。

演壇での質問はこれで終わりたいと思います。

御答弁のほどよろしくお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） ただいまの北出議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 最後の外交政策という問題

についてお答えをしたいと思います。

御指摘ありましたように、９月１１日の朝日新

聞にそのシンポジウムの記事が載っております。

私も拝見をさせていただきました。現在、泉南市

は、特に海外との交流につきましては、中国の福

建省の泉州市と約１０年余り交流をいたしており

ます。その間、私も訪問をさしていただき、また

向こうからも何回かお越しになられました。

我々は、人の交流あるいは文化の交流を中心に

行ってまいったところでございます。その中で、

経済交流もということだというふうに思います。

今、泉南市の企業におきましても、中国の上海市

の近くに進出しているところもございますし、そ

れから、泉州市の方には大阪の吹田にありますビ

ール会社ですね。ここが合弁で進出いたしており

ます。

それから、私も行かしていただいたときに、そ

の合弁企業の契約の場に招かれたといいますか、

参考に同席をさしていただいたんですが、圧倒的

に台湾の企業が非常に多かったわけでございまし

て、今、中国は共産主義ではありますが、実質的



な資本主義社会に近い形態だというふうに思いま

す。ですから、どんどんそういう合弁会社を設立

して、彼らは都市間競争をやっているわけですね。

中国で、先ほどのベスト何やらではないですけど

も、例えば泉州市なんかは中国で何番目になった

とか、それを誇らしげにパレードをしたりという

ことをやっておるわけでございまして、そういう

意味では資本主義に近い形ではないかというふう

に思っております。

あちらからお越しになられた方も、経済交流を

したいというお話がたくさんございました。特に、

泉州は石材のまちでありますから、石材の輸出な

り輸入なり、それから、海産物の話もございまし

た。泉南市におきましても、商工会を中心にその

辺の話も来られたときにしたんですけども、１つ

はちょっと規模が違うということですね。あちら

の市というのは６００万市でございまして、我が

方は１００分の１の６万余りでございますから、

全く規模が違うと。やはりそういう経済交流をす

るとなれば、向こうといろんな対応ということに

なれば、やっぱり都道府県レベルの話ではないか

というふうに思います。ですから、人的交流ある

いは文化交流を中心にやっておりますけれども、

今後経済交流ということになりますれば、当然大

阪府も一体となった取り組みが必要ではないかと

いうふうに考えております。

いずれにいたしましても、泉南市も国際交流を

積極的に推進していこうという立場でございます

ので、今お示しいただいた議員の御質問、あるい

はこのシンポジウムの中で論じられていることも

含めて参考にさしていただいて、今後我々として

対応すべき点があるかどうかも含めて検討さして

いただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 本市の大型公共事業を

担当いたします事業部でございます。農業公園を

初め都市計画道路、また基幹農道、また砂川駅前

の再開発事業、取り組む事業ことごとく御批判さ

れたわけでございますが、事業部の存続にかけて

御答弁をさせていただきたいというふうに思って

おります。

まず、農業公園の意義はどこにあるのかという

－５１－

お尋ねでございました。

農業公園の整備につきましては、緑豊かな自然

の中で市民が花と緑に親しみ、また土と触れ合う

などのレクリエーションの場を提供するというこ

とを目的としております。平成６年度から事業を

実施しておるところでございます。泉南市の農業

は、都市近郊型の立地を生かした新鮮な農作物を

供給するというところにございまして、食糧生産

以外にも幅広い広域的な機能を発揮しております。

しかし、多くの市民が気軽に農業と農村地域の

自然に触れ合うことのできる機会は限られており

まして、農業公園でのレクリエーション活動を通

じて、農業や農家との触れ合い、農業の重要性な

どを理解していただけるような場として、また自

然の中での学習、健康づくりの場として、市民の

さまざまなニーズにこたえられるものと考えてお

りますので、事業を推進しておるということでご

ざいます。

また、御指摘の年間の利用者数、１０万人は大

きいのではないかなという御質問でございました

が、農業公園に類似した府の施設とか、また和歌

山の施設などございます。それらの利用人口も想

定しておりまして、１０万人規模については、大

きく施設のこれからの建設状況、これにかかわる

わけでございますが、施設の魅力づくりが肝心で

あるというふうに考えております。若干トーンダ

ウンはいたしておるところでございますが、努め

て事業年度に沿う形での推進をしていきたいとい

うふうに思っておるところでございます。

それから、かつて鳴り物入りで進められた市民

の里はどうなってるのかという御質問でございま

すが、市民の里につきましては、平成４年度から

平成７年度まで事業費を投入いたしておりまして、

現在で４億２，０００万円ぐらいでございますが、

現在財政状況もございますので、現状のまま利用

するということで少年野球などに利用されておる

ところでございます。

問題はアクセスにございまして、山の中の土捨

て場でございましたので、そこにどうして行くか、

また水道とかのいわゆる附帯の設備をどうするか

というのが大きな問題で、今現在はそう利用はさ

れておらない。経済効果が悪いのではないかなと



いう御指摘でございますが、基幹農道の設置につ

いても、アクセス道路と兼ねられるということも

ございましたので、基幹農道の進捗によっては、

市民の里の利用も図られるというふうに考えてお

るところでございます。

それから、砂川駅前の先行取得の件でございま

すが、駅周辺の全体の整備構想の中で位置づけら

れた公共事業用地として、また転出を希望される

事業協力者への代替用地という形で、土地開発公

社で先行取得をしてまいりました。しかし、だれ

もが想像だにしなかったバブル経済の崩壊という

事態が生じましたことで、駅前整備事業について

も事業の区域、また整備の時期、手法等の見直し

を余儀なくされまして、種々検討を加えている段

階です。現在、事業として成立し得る最小限の規

模の事業区域に縮小いたしまして、段階的に整備

をする計画を準備組合と協議調整を行っておると

ころでございます。

今後とも、先行取得用地の有効活用、これも図

りながら事業の早期実現に向けて、準備組合とも

十分に協議を重ねていきたいと思っております。

先行取得地の処分については、今後の駅前整備事

業のスケジュールとも整合を図りながら、利用方

法、処分先等、処分ということに決定した場合に

は十分に検討を行ってまいりたい、また議会にも

お諮りをしたいというふうに思っておるところで

ございます。

また、このような買収の責任はだれがとるんか

ということでございますが、だれがとる、かれが

とるというわけではなしに、どうやってこの先行

取得地を処理するかというのは、将来の泉南市の

大きな問題でございますので、慎重にも慎重を重

ねて検討をしていきたいというふうに思っておる

ところでございます。

それから、基幹農道の件でございますが、基幹

農道の整備の必要性についてお答えをさせていた

だきたいと思います。

農用地の総合整備事業は、農産物の流通条件の

改善と地域の活性化に資するため、農用道路と沿

道の営農団地、農業生産基盤の整備を行うという

ことでございまして、六尾の農用地の整備事業、

また上之郷、下村、これは兎田地区になるわけで

－５２－

ございますが、これの整備事業も着手をしておる

ところでございます。基幹農道だけの整備事業で

はございません。農業及び農業が営まれる地域が

農業の営みを通じてその環境が維持されて、その

保全のために農業生産活動を継続支援するための

基礎的な社会資本を必要とするわけでございまし

て、市内には金熊寺などの地域資源、農業公園の

予定地、また市民の里などの公共施設が点在して

おります。これらの施設のネットワーク化によっ

て、農業以外の地域振興も図られるというふうに

確信をしておるところでございます。

このような基幹農道は、地域農業の活性化、地

域の保全、活用の核となる施設と考えておりまし

て、市としましても今後計画的に事業を推進して

いくという考えでおります。事業における経費の

節減につきましては、今後とも公団、大阪府に要

望してまいりたいと考えておるところでございま

す。

それから、補助金さえつけば何でも能天気に事

業をやるのかということでございますが、我々事

業に従事する職員につきましては、補助金事業の

怖さといいますか、落とし穴といいますか、それ

は十分承知をしておるものでございまして、何も

何でもかんでも補助金ついたら事業をするという

わけではございません。十分な精査を加えて、議

会にもお諮りして、それで事業に着手をしている

ということでございますので、今後とも慎重な事

業の取捨選択、これを心がけていくということで

ございます。

それから、環境保全にかかわりまして、泉南市

も生態系の調査を行うわけでございますが、お示

しのように１１年度の当初予算で調査費を計上し

ておるところでございます。生態系の調査は、本

市のオオタカに限らず希少な動植物の生息、生育

状況を把握して、その保護に向けた基本的な基礎

資料とするために実施するものでございまして、

哺乳類、鳥類、昆虫に至るまで多種多様な、また

広域な調査を必要といたします。このため、限ら

れた予算の中で、今年度につきましては文献等の

既存情報の収集及び整理を実施する予定にしてお

ります。その作業について、業務委託をする準備

を進めている状況でございます。



今後の調査予定でございますけども、今年度実

施いたします文献調査、これを基礎として来年度

以降市域に調査ポイントを設定して、順次現地調

査を実施していく方向で検討しておるところでご

ざいます。この中で、市民参加型の調査というの

はどういうものかという部分については、十分慎

重に考えていきたいというふうに思っております。

今後とも、事業地での環境への配慮とともに、豊

かな自然環境を適切に保全するための総合的な取

り組みを行ってまいりたいと考えております。

それから、野鳥園のことでございますが、この

施設周辺は、平成７年８月３０日にりんくう南浜

２号緑地として都市計画決定をされたものでござ

います。その後、当該緑地の南側に野鳥公園とし

て整備することを想定して、関係機関と検討して

いるところでございます。具体には大阪府と泉南

市におきまして、この施設の整備検討協議会をこ

の夏に立ち上げたところでございます。

今後とも、事業の着手に向けて専門家の意見も

聞きながら、整備手法等検討してまいることにな

っておりますので、議員御指摘のビオトープ方式

という部分も考慮に入れた形での調査という形に

なるのではないかと思います。以後よろしくお願

いしたいと思います。

以上です。

○議長（薮野 勤君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 北出議員のダイオ

キシン問題につきまして、私の方から御答弁申し

上げます。

現在、我が方の清掃事務組合では、議員御指摘

のとおり大規模改修工事に着手をやってございま

す。これにつきましては、廃棄物の処理及び清掃

に関する政省令によりまして、平成１４年１２月

から我が方の焼却炉は５ナノグラム以下に基準値

が定められてございます。

これらにつきまして、私どもとしましても、住

民の健康を第一に考慮しまして住環境の保全に努

めなければならない立場から、新しいガイドライ

ンに沿ったいわゆる１ナノグラム以下の施設にす

るべく大規模改修を行っておるところでございま

す。これにより、二次公害の防止に万全を期した

管理運営をできると、清掃事務組合の方から御報
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告をいただいてございます。

また、周辺住民等への健康についての御質問も

あったわけでございますが、現在、国におきまし

ても人体への影響が完全に解明されておりません

ので、今後の政府の明確な基準値等を注視してい

きながら対応をしてまいりたいと、このように考

えてございますので、よろしくお願い申し上げま

す。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 教育問題に入りま

す前に、前段でありました行財政改革の中の幼稚

園の問題が出てまいりました。

小学校のことも出てきましたけれども、小学校

につきましては、統廃合のことは考えておりませ

ん。幼稚園につきましては、以前から検討事項と

いうことでございましたが、ことしに入ってから

も検討をいたしました。その中で、幼稚園児が微

増、ふえているという状況にございますし、最近

特に少子化対策ということで、施設の併用あるい

は子育て支援センター的役割を幼稚園が課せられ

ているという状況の中で、現在も未就園児の遊び

場提供ということで開放し、取り組んでおります

し、また現幼稚園の地域社会と密接に結びついて

いるという状況の中で、統廃合につきましては、

検討では済まされないということでございますが、

さらに検討を加えていきたいということでござい

ます。よろしくお願いいたします。

続きまして、教育問題でございます。

まず、１点目としましては、教育委員会と学校

の組織と責任というあたりになろうかと思います

が、学習指導要領に、各学校においては、児童の

人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学

校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分

考慮して、適切な教育課程を編成するものとする、

と規定いたしており、教育課程の編成においては、

主体は学校でございます。

教育委員会といたしましては、文部省、大阪府

教育委員会が制定している教育課程を編成する際

の基準に照らし合わせ、学校の実態に即して編成

し、届け出された教育課程につきましてヒアリン

グを行い、指導助言を行い、よりよい教育課程と



なるよう努めているところでございます。

各学校での教育課程の編成に当たり、校長の責

任と学校経営方針のもとで、校内委員会や職員会

議において各教職員の意見交換、共通理解が図ら

れ、学校教育目標の設定、具体的な教育課程の編

成が行われているところでございます。

このようなプロセスを経て編成された学校の教

育課程は、校長の責任のもとで各教員によって具

体的に実践されます。そして、その実施の評価に

つきましては、実施の過程や必要に応じ、また年

度末に学年教科や教職員全体で、ときには外部講

師も招いて反省を加え、よりよい実践となるよう

努めているところでございます。

続きまして、学校崩壊と再生についてでござい

ますけれども、現在、中学校におきまして授業エ

スケープが見られて、このエスケープ生徒の指導

に各校とも努力をしてまいってきております。各

校の取り組みの過程で、保護者や地域の方々の御

協力を得るために学校公開を行い、学校の現状を

知っていただくとともに、保護者の方々の御意見

も聞かせていただき、学校の改善に努めていると

ころでございます。

このような各校の取り組みによって、保護者の

皆様だけでなく校区のいろいろな団体や組織の方

々からも、学校のために何か協力できないかとい

うお言葉もいただくようになってまいりました。

保護者の皆様や地域の方々の協力を得て、今後学

校の機能を再生していくに当たり、学校、家庭、

地域の役割を整理し、それぞれの役割に基づいた

活動と協力を得られるよう、次のような視点で連

携を進めてまいりたいと存じます。

まず、１つ目は、学校は現状を分析し、児童・

生徒をどのように育成していきたいかを明確にし、

保護者や地域の方々に提示していくことが必要で

あります。学校教育目標を保護者の方々に説明す

る責任があろうかと、このように考えております。

２つ目としまして、学校が主となって取り組む

事柄と、保護者や地域の方々の強力を得て取り組

む事柄、主に保護者や地域にゆだねる事柄を明確

にしていく必要があります。とりわけ、学校が主

として取り組む事柄は、教育活動を展開する場と

しての学校の教育環境を整備すること。具体には、
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児童・生徒相互の人間関係や教師との信頼関係の

確立、わかりやすい授業、個に応じた授業など、

現在、教育改革で取り組むべき事柄を中心に据え

て取り組んでいるところです。

３つ目としまして、体験的な学習や専門的な知

識、技能に触れる機会を学校が設ける場合、保護

者や地域の方々から広く人材を募り、協力を得て

進めているところです。

４つ目としまして、生活面では、学校だけでな

く地域や家庭の教育力や関係諸機関との連携によ

り、児童・生徒を支え、自立へ導けるよう取り組

んでいるところです。

また、御指摘いただきました学校評議会につき

ましては、去年、中央教育審議会答申において考

え方が整理され、本年度文部省は具体化に向けて

取り組んでると聞き及んでおります。研究を重ね

具体な方策を検討する中で取り組んでいきたいと、

このように考えております。

最後に、総合教育という御質問でございました

が、２００２年からの新指導要領の中に出てきま

す小学校３年生以上中学３年生までの総合的な教

育ということだととらえまして、そのことについ

て御答弁申し上げたいと思います。

今日の学校教育は、校内暴力やいじめ、不登校

や学級崩壊等の課題があり、その背景には豊かな

社会や少子化などの社会の変化など、多様な要因

が考えられます。この今日的な課題への対応と克

服には、新しい発想が求められております。この

大きな転換期に対応するために、総合的な学習の

時間が創設されました。

総合的な学習の時間の趣旨は、各学校が地域や

学校の実態に応じて創意工夫を生かし、特色ある

教育活動を展開できるような時間を確保すること

であり、環境教育、国際理解教育、情報教育、福

祉、健康などの横断的、総合的な課題を児童・生

徒の興味、関心に基づいて、みずから学び、考え

る力などの生きる力をはぐくむことにあります。

総合的な学習の時間の推進のため、教育委員会

といたしましては、教職員の意識の変革が必要で

あると考え、本年度は教職員の研修会で「総合的

な学習の時間をどのように進めるか」と題した講

演会を開きました。



また、家庭や地域との連携を図ることが効果を

拡大するものと考え、地域のいわゆる社会人の人

材の発掘に努め、既に各学校において御協力を得

ているところでございます。各学校が地域や学校

の実態などに応じて、創意工夫を生かして特色あ

る教育活動を展開するよう指導をしてまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

れでは、私の方から北出議員御質問の、まずこれ

は行革の関係の人件費の中の御質問で施設の統廃

合、特に保育所の問題もございました。このあと

保育所の統廃合に係る問題につきましては、我々

健康福祉部としましては、統廃合という形ではな

しに、この行革の問題につきましては、定数の問

題を取り上げてそれを考えていきたいということ

で今まで答弁さしていただきました。

ただ、関係する御質問の中で、実は現在の措置

児童数の推移というのもございます。といいます

のは、この５年間を見ますと、特に０、２歳児の

増加につきましては、この５年間で５０人以上ふ

えてまいっております。それと、また全体でも１

３０人余りこの５年間で措置児童数がふえてると

いう実態もございますので、この辺ももう一回考

えながら、この保育所の問題については検討して

いきたいと、このように思います。まだまだこの

措置児童数については今後ふえていくのではない

かなと、そういうふうなことも予想しております

ので、こういった形で、この保育所問題について

は対応していきたいと、このように考えておりま

す。

それと、もう１つ、生活保護費の実態について

の御質問であったかと思います。この生活保護費

の実態につきましては、まず最近の決算状況で説

明さしていただきます。

まず、生活保護費、これは実際人件費も含めた

形、そして扶助費の関係、別にまた説明さしてい

ただきたいと思うんですけども、生活保護につき

ましては、全体の決算の中で占める割合としまし

ては、この５年間に約５％から６％、この範囲で

実は生活保護 不十分ですけども、この五、六
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％という形で推移しております。

平成１０年度ですけども、ちなみに数字を申し

上げますと、扶助費としては１１億６，５７６万５，

０００円と、こういった数字になっております。

そして、この扶助費については、平成１０年度一

般会計に占める割合としましては６．０％といった

数字になってます。なお、この扶助費につきまし

ては、当然国費、府費が入っておりまして、約８

２％がその補助金という形になっております。

それと、続きまして長期にわたる保護費の実態

の御質問があったと思います。

これにつきましては、生活保護を受けておられ

る方が６００人余りおられるわけでございますけ

ども、この中でやはり５年から１０年といった長

期に、または１５年といった形で生活保護をいま

だに受けておられる方もございます。

ただ、こういった方につきましては、年配とい

うんですか、年をとっておられる方がおられまし

て、そして我々としましては、当然この生活保護

事務を行っていく上では、日ごろから例えば生活

実態の調査でありますとか、その本人さんとヒア

リングというんですか、生活状況をお聞きしまし

て、例えば生活の状況はどうであるとか、そうい

った形でその保護を受けておられる方々の状況を

把握しているというところでございます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。時間が余りありま

せんので、簡潔にまとめてください。

○２１番（北出寧啓君） ６０分は確保していただ

けますね。

多岐にわたってますので、公共事業について少

し申しておきたいのは、述べましたように、いわ

ゆる単独建設費で地域の道路改良とかやるわけで、

結局補助金の走ってるとこで何十億もかかってい

って、ほかの地域は数百万ぐらいで毎年とどまっ

てると。そうなると、一体高額に納税している一

般市民は、どんなふうな恩恵を受けるのかと。地

域の道路改良もほとんど出ないような状況で、農

業公園とか基幹農道とか、ただ美しい言葉で、い

ろんなことで装飾はできるわけですけれども、し

かし、そういうことが犠牲になって、それとのバ

ランスが余りにも本市は隔たり、偏りがあるんじ



ゃないかというふうに判断しているわけです。

例えば、財源が豊かで各地域の改良費等を含め

て、きっちり予算が捻出できてるという状況であ

れば、別に何もこういうことを発言するつもりは

ありませんけれども、余りにも偏りがあるという

ことで、その辺の判断はいかがなんでしょうか。

特に気になったのは、予定どおり随時農業公園で

もやっていくということで、財政危機も考えない

で、財政危機は途中から発生したわけですから、

その考慮することなく、これまでの計画どおり進

捗さすということであれば、何の反省もないんじ

ゃないかというふうに考えます。お答え願いたい。

○議長（薮野 勤君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １つは、公共事業につ

いての考え方というんですかね、これが１つある

と思うんですけども、こういうふうな事業は、き

ょう考えてすぐあしたからできるものでもないと。

やはり長期的な見通しの中で、市の総合計画とい

うんですか、そういうものとの中でやるものでご

ざいまして、そういう中で本市といたしまして、

現在までおくれてございました基盤整備を主体と

しまして、取り組んできている経過があるんでは

ないかと。

具体的に申しますと、平成元年で投資的経費が

３３億、それ以後純増してきてございまして、平

成５年、７年、８年では６０億台を突破してきた

わけでございますけども、そういう中で一定の基

盤整備とともに、現在の状況に合わせまして、平

成１０年では１８億、また１１年度におきまして

も約１８億という形で、大幅な縮減をしてきてい

る経過が１つはございます。

そういう中で、議員御指摘のように日常的な一

般市民の生活基盤の対応というんですかね、修繕

的なもの、これとのバランス、これについては今

後の財政運営の中で、いろいろと状況なりを踏ま

えた上で考えてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） その点については、もう

時間がございませんので、ただ一言だけ、冒頭で

言わしていただいたように、９３年、９４年ぐら

いから財政再建計画を提案さしていただいて、い
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ろんな形でもう七、八年かかってるわけですよ。

一層財政危機が進行しているという構造がやっぱ

りもっと深刻に、特に管理職は取り組んでいただ

かなければ、市民に対する責任が果たせないので

はないか。

ほんとに今の事情というのは、管理職も、我々

も決定権者でありますから、議会は意思決定機関

でございますから、我々の責任も当然問われるわ

けですけれども、そうした深刻な反省の上で行政

運営をもっとやっていただきたいと思います。

教育問題でございますけれども、統廃合にかか

わってこれも何年かん年言ってるわけですね。人

件費の突出というのはどこにあるかといったら、

本庁じゃなくて外郭団体にあるわけです。各幼稚

園、保育所ですね。所長、主任とか、前も出席さ

していただきましたけども、泉佐野市では保育所

の看護婦は１人で巡回してるんですけども、泉南

市の場合は各保育所ごとに１名置いてるわけです

よね。所長があり、主任があり、あるいはフリー

があり、もう管理職とかそういうのが非常に人件

費を突出さしている要因になってるわけですよ。

全く手を加えていないわけですよね。もちろん、

民間と単純な比較はできませんし、保育あるいは

教育について、子供たちには精いっぱいの予算枠

はしてあげるべきだとも思います。

ただ、逆に今、全体の教育費の予算も高くない

現状で、人件費が高まるということは、松本議員

なんかもおっしゃったトイレとかいろんな修繕費

なんかほとんど出ないと。ほとんど人件費に食わ

れちゃってるわけですよね、少ない教育予算の中

で。こういう構造的な問題は一体どう考えるのか。

もっと深刻に反省していただきたいと思います。

それと、我々ＰＴＡでいろんな形で、地域、家

庭という形でいろんなことに参加していただいて、

現在学校に協力する形で学校の改革を続けさして

いただいておりますが、それはやっぱり制度的に

いって保障がなければやっぱりだめじゃないかと。

たまたま文部省の方も学校評議会なり協議会みた

いな形を提案してきておりますので 大阪府も

当然そうです。そういう発言をしておりますから、

我々が実践過程で提起されてきた問題をやっぱり

より有効に速やかに受けとめていただいて、年度



化を図っていただきたいと。また、これで文部省

の出方を待って決めますとか、検討中ですとか、

そういうことであれば改革は進まない。改めて教

育長の方から答弁いただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 亀田教育長。時間がござい

ませんので、簡潔にお願いします。

○教育長（亀田章道君） 失礼いたします。今の北

出議員さんの御質問にお答えいたします。

先ほど西坂部長の方から答弁いたしましたよう

に、それから北出議員さんのお話の中にもありま

したように、府の方でも、あるいは文部省の方で

も、いわゆる教育コミュニティ、あるいは教育評

議員、学校評議員というような形で検討が加えら

れております。ぜひ、本市におきましてもそうい

うものを検討させていただいて、早急に中学校単

位なり、あるいは小学校とか、そういった形で進

めていく段階に入ってまいりたいと、このように

考えておりますので、ひとつよろしくお願いした

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 以上で北出議員の質問を終

結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明２１日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明２１日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日は、これをもって延会といたします。御苦

労さんでした。

午後４時４５分 延会

（了）
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